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論　説

錠剤薬の立体商標の色彩に関する考察
曽我　諒（＊）・加藤　浩（＊＊）

現在錠剤薬は立体商標登録の対象となりうるが，その実態は明らかではない。錠剤薬の立体商標登録によって
生じる後発医薬品への影響は大きいと考えられること，および偽造医薬品対策として錠剤薬の立体商標登録が有
効とされることにより，実態解明の意義は大きいと考えられる。白色の錠剤薬の占める割合が高いと考えられる
ことから，本稿では錠剤薬の立体商標 30 件を対象に色彩および拒絶理由を調査し，その結果に関する考察を
行った。その結果，表面に識別力を有する標章が付されていれば色彩の有無によらず登録されること，表面に識
別力を有する標章が付されていなければ色彩の有無によらず拒絶査定を受けること，色彩は識別力に関する審査
に影響を与えにくいこと，外国籍の者による出願が多いために色彩を有するものが多く登録されていること等が
明らかとなった。

（＊）	 日本大学大学院法学研究科私法学専攻博士後期課程
（＊＊）	日本大学法学部教授
（1）	 本稿では「特許第〇×号」を「特許〇×」，「実用新案登録第〇×号」を「実登〇×」，「意匠登録第〇×号」を「意匠登録〇×」，「商標登録第〇×号」

を「登録〇×」，「国際登録番号〇×」を「国際登録〇×」と記す。
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1．調査方針
2．調査項目
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Ⅳ．調査結果
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2．拒絶理由および拒絶理由に対する出願人の見
解

Ⅴ．色彩を有さない錠剤薬の立体商標登録の可否に
関する考察
Ⅵ．色彩を有する錠剤薬の立体商標登録の可否に関
する考察
Ⅶ．特許庁の判断に関する考察
1．色彩に関する判断の内容
2．色彩に関する判断の有無
3．特許庁の審査方針

Ⅷ．色彩を有する錠剤薬の立体商標の出願が多い理
由に関する考察
1．日本国籍の者からの出願に関する考察
2．外国籍の者からの出願に関する考察

Ⅸ．本稿の限界
1．色彩を有する錠剤薬の立体商標かつ拒絶理由
通知を受けたことがないものに対する特許庁の
判断
2．錠剤薬の立体商標か否かの判定

Ⅹ．おわりに

Ⅰ．はじめに

現在錠剤薬（以下，「錠剤薬」または「錠剤」と記す）の
外観は特許登録，実用新案登録，意匠登録，および立
体商標登録の対象となりうる。実際に登録例（1）が存在
する（図 1，図 2，図 3，図 4）。
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図 1　特許 5509086

図 2 　実登 3219358

（2）	 「剤型」とも記されるが，本稿では「剤形」と記す。日本薬学会編『薬学用語辞典』（東京化学同人，2012）p.166 の「剤形」の項目では，「医薬品を
治療の目的や投与経路に応じて適切な形に製した投与形態，すなわち医薬品の最終的な形」と記されている。

（3）	 前々稿（後掲注（12））p.131 の表 1 は，2011 年から 2020 年までの 10 年間の医薬品剤形分類別生産金額を表にしたものである。前々稿の表 1
では 2019 年の錠剤の生産金額を「4,535,322」と記したが，それは誤りである。本稿の表 1 の通り「4,534,322」が正しい。この場を借りて訂正す
る。なお，薬事工業動態統計調査の数値の訂正が行われる場合が存在する。数値の訂正は，厚生労働省「調査の結果（正誤情報）」（https://
www.mhlw.go.jp/toukei/list/105-1-seigo.html）（2023 年 10 月 14 日参照）に記される。

（4）	 「ジェネリック医薬品」とも称される。薬剤学編集委員会「特集号「小児製剤」用語解説」薬剤学Vol.75	No.1（2015）p.54 では，「ジェネリック医
薬品とは，先発医薬品（新薬）の独占的販売期間（特許期間及び有効性・安全性を検証する再審査期間）が終了した後に発売される，先発医薬
品と同じ有効成分で効能・効果，用法・用量が原則同一であり，先発医薬品に比べて低価格な医薬品である．」と記されている。

（5）	 前稿（後掲注（10））。
（6）	 石川達也「製剤化のサイエンス　臨床で使いやすい薬をめざして　第 14 回ピモベンダン錠「TE」」ファルマシアVol.46No.3（2010）pp.255-257。

図 3　意匠登録 1574614

図 4 　登録 4171377

知的財産法による錠剤薬の外観の保護によって生じ
る医薬品開発への影響は，関連する文献が見当たらな
いため明らかではない。だが，錠剤が最も生産金額の
高い剤形（2）（表 1（3）），かつ最も生産品目数の多い剤形
（表 2）であることから，影響は大きいと考えられる。
特に後発医薬品（4）への影響は大きいと考えられる。何
故なら錠剤が利便性の高い剤形であるために，先発医
薬品が錠剤であれば後発医薬品も錠剤となる可能性は
高く（5），またカプセル剤から錠剤への剤形変更が行わ
れた事例が存在する（6）ためである。
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表 1　医薬品剤形分類別生産金額（2012 年〜 2021 年）

表 2　医薬品剤形分類別生産品目数（2012 年〜 2021 年）

錠剤薬が立体商標登録を受けた場合に生じる医薬品
開発への影響は，特許登録，実用新案登録，または意
匠登録を受けた場合よりも大きいと考えられる。何故
なら，特許登録，実用新案登録，および意匠登録とは
異なり，立体商標登録は権利の存続期間を何度も更新
することができるためである。したがって，錠剤薬の
立体商標登録によって生じる医薬品開発への影響を考
察することには大きな意義が認められると考える。

だが，その考察を行うためには錠剤薬の立体商標登
録の実態を知る必要があるが，関連する文献は見当た
らない。したがって，錠剤薬の立体商標登録の実態解
明が必要であると考える。

また，錠剤薬の立体商標登録によって生じる医薬品
開発への影響を考察する場合だけでなく偽造医薬品対
策を検討する場合においても，錠剤薬の立体商標登録
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の実態解明が必要であると考える。何故なら，錠剤薬
の立体商標登録が税関による輸入差止に役立つ（7）（8）と
されているにもかかわらず，立体商標登録を受けられ
る錠剤薬に関する詳細な文献が見当たらないためであ

（7）	 池田哲也「日本における企業のカウンターフィット薬（偽造医薬品）対策」ファルマシアVol.46	No.4（2010）p.338。
（8）	 田淵敦「偽造医薬品の現状と対策」知財管理Vol.64	No.1（2014）p.28。
（9）	 前稿（後掲注（10））。なお，錠剤薬が立体商標登録の対象となりうることを示す文献は存在する。前稿では，桝田祥子「知的財産権制度─製薬

企業人として知っておきたい基礎知識─第 1回：知的財産権制度の鳥瞰」医薬品医療機器レギュラトリーサイエンスVol.51	No.1（2020）p.29，
およびアンダーソン・毛利・友常法律事務所　医薬・ヘルスケア・プラクティス・グループ編『医薬・ヘルスケアの法務─規制・知財・コー
ポレートのナビゲーション─』（商事法務，第 2版，2020）p.133 には，錠剤薬が立体商標登録の対象となりうる旨が記されていると述べた。
前稿の投稿後，桝田祥子『医薬系のための基礎特許講義　創薬研究、医薬品産業、国際条約と特許制度』（じほう，2021）p.27 に接したところ，
登録 4304716 のものと思われる画像が掲載されていることが発覚した。だが，いずれの文献にも立体商標登録を受けられる錠剤薬の外観に
関する詳細な記述は存在しない。

（10）	 曽我諒「錠剤薬の立体商標に関する考察─錠剤薬の表面の標章に着目して─」日本大学大学院法学研究年報第 53 号（印刷中）。
（11）	 前稿（前掲注（10））。
（12）	 曽我諒，加藤浩「錠剤薬の意匠登録に関する考察─ 2007 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までの期間に出願された登録意匠を対象として─」

日本大学知財ジャーナルVol.16（2023）pp.129-144

る（9）。近年医薬品の輸入差止点数が増加している（表
3）ことから，錠剤薬の立体商標登録に対する製薬企
業の関心は小さくないと考えられる。

表 3　医薬品の輸入差止実績（2013 年〜 2022 年）

そこで筆者は錠剤薬の立体商標登録の実態解明に取
り組むことにした。曽我諒「錠剤薬の立体商標に関す
る考察─錠剤薬の表面の標章に着目して─」（10）（以下，
「前稿」と記す）では，錠剤薬の表面の標章に着目して
錠剤薬の立体商標登録の分析および考察を行った。そ
の結果，表面に標章が付されていない錠剤薬の立体商
標はその形状に識別力を認められていないこと，付さ
れた標章自体が登録商標でなくとも立体商標登録を受
けられる場合が存在すること，使用による識別力の獲
得が認められた事例は 1件も存在しないこと，3条 1
項 6号（以下，条文は商標法の条文を指す）に該当する
と判断された事例が存在することなどが判明した（11）。
だが，紙幅の都合により錠剤薬の色彩に関する分析お
よび考察を行えなかった。
そこで本稿では，錠剤薬の色彩に着目した調査およ
び考察を行い，色彩と立体商標登録の可否との関係を
明らかにすることを目的とした。

なお，筆者は錠剤薬の立体商標登録だけでなく意匠
登録に関しても研究を行っている。意匠登録に関する

研究成果の一部は，曽我諒，加藤浩「錠剤薬の意匠登
録に関する考察─ 2007 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月
31 日までの期間に出願された登録意匠を対象として
─」（12）（以下，「前々稿」と記す）に記した。この関係で
本稿には前稿だけでなく前々稿と重複する内容が存在
することを，あらかじめ断っておく。

Ⅱ．色彩に着目する理由

色彩に着目する理由は，識別力に関する審査に対し
色彩が影響しうること，および白色の錠剤薬が占める
割合が高いと考えられることの 2点である。

1 ．識別力の判断に対する影響
現在日本では色彩のみからなる商標が登録可能と
なっている。このことから，色彩が識別力に関する審
査に影響しうるといえる。
だが，前稿の調査から，識別力に関する審査に対す
る色彩の影響は小さいと筆者は考える。その理由は，
識別力を有する標章は付されていないが色彩を有する
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錠剤薬の立体商標が登録を受けられなかったこと，お
よびそれらの錠剤薬の立体商標に対する拒絶理由通知
が錠剤薬の色彩に言及していないことの 2点である。
以下，それぞれの理由に関して述べる。

（ 1）表面に識別力を有する標章は付されていないが色
彩を有する錠剤薬の立体商標登録の可否
前稿の調査により，表面に識別力を有する標章は付
されていないが色彩を有する錠剤薬の立体商標は 4件
（商願 2010-084066，商願 2016-095878，商願 2016-
095879，および国際登録 0922956）存在し，いずれも
識別力を有さないとする拒絶査定を受け，処分が確定
していることが判明した（13）。
また，商願 2010-084066 がバイアグラの立体商標，
商願 2016-095878 がソバルディの立体商標，商願
2016-095879 がハーボニー配合錠の立体商標であるこ
とも判明した（14）。
さらに，バイアグラの立体商標，ソバルディの立体
商標，およびハーボニー配合錠の立体商標には，表面
に識別力を有する標章は付されているが色彩を有さな
いものも存在し，それらはいずれも登録を受けたこと
も判明した（15）。
以上より，識別力に関する審査に対する色彩の影響
は，標章よりも小さいと考えられる。

（ 2）表面に識別力を有する標章は付されていないが色
彩を有する錠剤薬の立体商標に対する拒絶理由通知
前稿の調査の際，表面に識別力を有する標章は付さ
れていないが色彩を有する錠剤薬の立体商標 4件のう
ち，国際登録 0922956 以外の 3件の拒絶理由通知およ
び拒絶査定を入手した（16）。3 件とも，拒絶査定は色彩
に関して言及していたが，拒絶理由通知は言及してい
なかった。これは，意見書で色彩に関して言及してい
たことによるものと考えられる。逆に，意見書で色彩
に関して言及していなかったならば，拒絶査定は色彩
に関して言及しなかったとも考えられる。

（13）	 前稿（前掲注（10））。
（14）	 前稿（前掲注（10））。
（15）	 前稿（前掲注（10））。
（16）	 国際登録 0922956 の暫定的拒絶通報および拒絶査定は，保管期間の終了により廃棄されたため入手できなかった。だが，J-PlatPat の経過情

報照会により，拒絶査定の根拠条文が 3条 1項 6号であることは判明した。詳細は前稿（前掲注（10））を参照。
（17）	 丹野慶紀「医薬品の彩色と識別」PHARM	TECH	JAPAN	Vol.1	No.12（1985）pp.35-41。
（18）	 丹野・前掲注（17）p.37。
（19）	 栢山正則「製薬企業における錠剤・カプセル剤および包装の識別設計」月刊薬事Vol.31	No.11（1989）pp.27-37。
（20）	 栢山・前掲注（19）p.31。
（21）	 栢山・前掲注（19）p.31。

以上より，識別力の判断に対する色彩の影響は小さ
いと考えられる。
このため，色彩に着目した考察を行う意義は小さい
と思われるかもしれない。だが，白色の錠剤薬が占め
る割合が高いと考えられることから，色彩を有さない
錠剤薬の立体商標登録の可否に対する製薬企業の関心
は小さくないと考えられる。色彩を有さない錠剤薬の
立体商標登録の可否を明らかにするためには，色彩に
着目した考察を行う必要がある。そのため，たとえ識
別力の判断に対する色彩の影響は小さいと考えられる
としても，色彩に着目した考察を行う意義は大きいと
考える。

2 ．白色の錠剤薬が占める割合
近年の文献は見当たらないが，白色の錠剤薬が占め
る割合は高いと考えられる。その理由は，白色の錠剤
薬が占める割合を調査した文献，錠剤薬の色として好
まれる色を調査した文献，および白色の錠剤薬が好ま
れる理由に関する文献から，白色の錠剤薬が占める割
合は昔から高いこと，および白色の錠剤薬が好まれる
理由が昔から変わらないことがうかがえるためである。
以下，それらの文献を紹介する。

（ 1）白色の錠剤薬が占める割合を調査した文献
白色の錠剤薬が占める割合を調査した文献を 5件紹
介する。
1件目は，1985 年に公表された丹野慶紀「医薬品の
彩色と識別」（17）である。丹野によると，錠剤薬の 68%
が白色系のものであったという（18）。ただし，調査対象
となった錠剤薬は明記されていない。
2件目は，1989 年に公表された栢山正則「製薬企業
における錠剤・カプセル剤および包装の識別設計」（19）

である。栢山は 8 社の錠剤 128 製品の色調を調査し
た（20）。その結果，調査対象の71.9%（92製品）が白色の
錠剤薬であったことが判明した（21）。
3 件目は，2006 年に公表された福本恭子，石井陽介，
齋藤阿佐呼他「円形錠剤に関する形状調査と患者意識
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錠剤薬の立体商標が登録を受けられなかったこと，お
よびそれらの錠剤薬の立体商標に対する拒絶理由通知
が錠剤薬の色彩に言及していないことの 2点である。
以下，それぞれの理由に関して述べる。

（ 1）表面に識別力を有する標章は付されていないが色
彩を有する錠剤薬の立体商標登録の可否
前稿の調査により，表面に識別力を有する標章は付
されていないが色彩を有する錠剤薬の立体商標は 4件
（商願 2010-084066，商願 2016-095878，商願 2016-
095879，および国際登録 0922956）存在し，いずれも
識別力を有さないとする拒絶査定を受け，処分が確定
していることが判明した（13）。
また，商願 2010-084066 がバイアグラの立体商標，
商願 2016-095878 がソバルディの立体商標，商願
2016-095879 がハーボニー配合錠の立体商標であるこ
とも判明した（14）。
さらに，バイアグラの立体商標，ソバルディの立体
商標，およびハーボニー配合錠の立体商標には，表面
に識別力を有する標章は付されているが色彩を有さな
いものも存在し，それらはいずれも登録を受けたこと
も判明した（15）。
以上より，識別力に関する審査に対する色彩の影響
は，標章よりも小さいと考えられる。

（ 2）表面に識別力を有する標章は付されていないが色
彩を有する錠剤薬の立体商標に対する拒絶理由通知
前稿の調査の際，表面に識別力を有する標章は付さ
れていないが色彩を有する錠剤薬の立体商標 4件のう
ち，国際登録 0922956 以外の 3件の拒絶理由通知およ
び拒絶査定を入手した（16）。3 件とも，拒絶査定は色彩
に関して言及していたが，拒絶理由通知は言及してい
なかった。これは，意見書で色彩に関して言及してい
たことによるものと考えられる。逆に，意見書で色彩
に関して言及していなかったならば，拒絶査定は色彩
に関して言及しなかったとも考えられる。

（13）	 前稿（前掲注（10））。
（14）	 前稿（前掲注（10））。
（15）	 前稿（前掲注（10））。
（16）	 国際登録 0922956 の暫定的拒絶通報および拒絶査定は，保管期間の終了により廃棄されたため入手できなかった。だが，J-PlatPat の経過情

報照会により，拒絶査定の根拠条文が 3条 1項 6号であることは判明した。詳細は前稿（前掲注（10））を参照。
（17）	 丹野慶紀「医薬品の彩色と識別」PHARM	TECH	JAPAN	Vol.1	No.12（1985）pp.35-41。
（18）	 丹野・前掲注（17）p.37。
（19）	 栢山正則「製薬企業における錠剤・カプセル剤および包装の識別設計」月刊薬事Vol.31	No.11（1989）pp.27-37。
（20）	 栢山・前掲注（19）p.31。
（21）	 栢山・前掲注（19）p.31。

以上より，識別力の判断に対する色彩の影響は小さ
いと考えられる。
このため，色彩に着目した考察を行う意義は小さい
と思われるかもしれない。だが，白色の錠剤薬が占め
る割合が高いと考えられることから，色彩を有さない
錠剤薬の立体商標登録の可否に対する製薬企業の関心
は小さくないと考えられる。色彩を有さない錠剤薬の
立体商標登録の可否を明らかにするためには，色彩に
着目した考察を行う必要がある。そのため，たとえ識
別力の判断に対する色彩の影響は小さいと考えられる
としても，色彩に着目した考察を行う意義は大きいと
考える。

2 ．白色の錠剤薬が占める割合
近年の文献は見当たらないが，白色の錠剤薬が占め
る割合は高いと考えられる。その理由は，白色の錠剤
薬が占める割合を調査した文献，錠剤薬の色として好
まれる色を調査した文献，および白色の錠剤薬が好ま
れる理由に関する文献から，白色の錠剤薬が占める割
合は昔から高いこと，および白色の錠剤薬が好まれる
理由が昔から変わらないことがうかがえるためである。
以下，それらの文献を紹介する。

（ 1）白色の錠剤薬が占める割合を調査した文献
白色の錠剤薬が占める割合を調査した文献を 5件紹
介する。
1件目は，1985 年に公表された丹野慶紀「医薬品の
彩色と識別」（17）である。丹野によると，錠剤薬の 68%
が白色系のものであったという（18）。ただし，調査対象
となった錠剤薬は明記されていない。
2件目は，1989 年に公表された栢山正則「製薬企業
における錠剤・カプセル剤および包装の識別設計」（19）

である。栢山は 8 社の錠剤 128 製品の色調を調査し
た（20）。その結果，調査対象の71.9%（92製品）が白色の
錠剤薬であったことが判明した（21）。
3 件目は，2006 年に公表された福本恭子，石井陽介，
齋藤阿佐呼他「円形錠剤に関する形状調査と患者意識
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調査」（22）である。福本らは円形錠剤 1,177 品目の色調
を調査した（23）。その結果，調査対象の60.9%が白色の
錠剤であったことが判明した（24）。
4 件目は，2006 年に公表された大嶋耐之，堀真也，
毎田千恵子他「医療用医薬品内用固形製剤の大きさ・
形状に関する調査」（25）である。大嶋らは錠剤 3,444 品
目の色に関して調査を行った（26）。その結果，調査対象
の 72.6%（2,500 品目）が白色の錠剤薬であったことが
判明した（27）。
5 件目は，2012 年に公表された石崎真紀子，前田初
男，岡本幾子「色彩の分布解析に基づく国内医療用錠
剤の識別性が向上する背景色の探索」（28）である。石崎
らは 6社の 369 種の錠剤に関して色彩の測定および分
析を行った（29）。その結果，69%が白または白に近似し
た色であったことが判明した（30）。

（ 2）錠剤薬の色として好まれる色を調査した文献
先述したように，白色の錠剤薬が占める割合が高い
ことを示す文献は複数存在する。だが，その理由に関
する詳細な文献は見当たらない（31）。
少なくとも白色の錠剤薬が好まれていることは関係
していると考えられる。そこで，錠剤薬の色として好
まれる色を調査した文献を 3件紹介する。
1件目は，1986 年に公表された杉原正泰，日高正人，
斎藤明美「剤形および包装における識別性の検討」（32）

である。杉原らは入院患者および健常成人からなる被

（22）	 福本恭子，石井陽介，齋藤阿佐呼，高木美帆，玉井友子，南條美幸，諸橋朱美，山岸利隆，矢吹宏美，鹿島亜沙美，小林貴志，小林真理子，
田中絵里子，渡辺陽子，大石美也，楠本正明，影向範昭，上野和行「円形錠剤に関する形状調査と患者意識調査」医薬品情報学Vol.8	No.3
（2006）pp.12-16。

（23）	 福本他・前掲注（22）p.13。
（24）	 福本他・前掲注（22）p.13。
（25）	 大嶋耐之，堀真也，毎田千恵子，宮本悦子「医療用医薬品内用固形製剤の大きさ・形状に関する調査」PHARM	TECH	JAPAN	Vol.22	No.2

（2006）pp.81-85。
（26）	 大嶋他・前掲注（25）p.82。
（27）	 大嶋他・前掲注（25）p.83。
（28）	 石崎真紀子，前田初男，岡本幾子「色彩の分布解析に基づく国内医療用錠剤の識別性が向上する背景色の探索」YAKUGAKU	ZASSHI	Vol.132	

No.4（2012）pp.507-515。
（29）	 石崎他・前掲注（28）p.508。
（30）	 石崎他・前掲注（28）p.510。
（31）	 丹野・前掲注（17）p.35 および杉原他・後掲注（32）p.322 によると，昭和 50 年代後半に白色の錠剤薬が増えた背景には，着色剤として使用さ

れていたタートラジンの有害性が認知されたことがあるという。
（32）	 杉原正泰，日高正人，斎藤明美「剤形および包装における識別性の検討」病院薬学Vol.12	No.4（1986）pp.322-328。
（33）	 錠剤の形態の一つである。医薬品粉末をそのままあるいは造粒した後，圧縮成形して得られた錠剤のことを素錠という。この素錠の表面を

ショ糖等で覆い，皮膜が形成されたものを糖衣錠という。この糖衣錠の定義は，日本薬学会編『薬学用語辞典』（東京化学同人，2012）p.160
の「コーティング」の項目，p.204 の「錠剤」の項目，p.294 の「糖衣」の項目，および薬科学大辞典編集委員会編『廣川薬科学大辞典』（廣川書店，
第 5版，2013）p.916 の「素錠」の項目を参考にして記した。

（34）	 杉原他・前掲注（32）pp.322-324。
（35）	 杉原他・前掲注（32）p.327。
（36）	 福本他・前掲注（22）。
（37）	 福本他・前掲注（22）p.13。
（38）	 福本他・前掲注（22）p.13。
（39）	 福本他・前掲注（22）p.15。
（40）	 名取伸行，花輪和己，鈴木正彦，花輪剛久，小口敏夫「内服薬の服用性と望まれる投与剤形に関する調査：患者を含めた職種間の比較」医療

薬学Vol.34	No.3（2008）pp.289-296。

験者に対し，黄色の糖衣錠（33）を貼付したカード，黄
橙色の糖衣錠を貼付したカード，橙色の糖衣錠を貼付
したカード，赤橙色の糖衣錠を貼付したカード，赤色
の糖衣錠を貼付したカード，淡赤色の糖衣錠を貼付し
たカード，青色の糖衣錠を貼付したカード，および白
色の糖衣錠を貼付したカードの 8枚のカードを示し，
医薬品の色として好ましいか否かを判定させた（34）。そ
の結果，好ましい色の回答として黄色は 3%，黄橙色
は 2%，橙色は 5%，赤橙色は 2%，赤色は 7%，淡赤色
は 3%，青色は 5%であったのに対して，白色は 74%
であったことが判明した（35）。
2 件目は，2006 年に公表された福本恭子，石井陽介，
齋藤阿佐呼他「円形錠剤に関する形状調査と患者意識
調査」（36）である。福本らは，開局薬局あるいは病院で
薬を処方されている入院患者と外来患者のうち高校生
以上の患者，ならびに大学生を対象に薬の形状に関す
るアンケート調査を行った（37）。そのアンケートには
「あなたが錠剤を飲むとき、1番目に好む色はなんで
すか？」という設問が設けられていた（38）。そのアン
ケート調査の結果，錠剤の色として 1番目に好む色が
白色で，79.4% を占めていたことが判明した（39）。
3 件目は，2008 年に公表された名取伸行，花輪和己，
鈴木正彦他「内服薬の服用性と望まれる投与剤形に関
する調査：患者を含めた職種間の比較」（40）である。名
取らは入院患者，小児科病棟看護師，病棟看護師およ
び病院内薬剤師を対象に，「錠剤の色の中で，服用す
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るとしたら抵抗がある色をあげて下さい．また，この
中で服用するとしたら，最も好きな色を一つ選んでく
ださい．」という設問を含むアンケート調査を行っ
た（41）。その結果，被験者の属性によらず白色が最も好
まれていたことが判明した（42）。また，患者の回答の
80%が白色であったことが判明した（43）。

（ 3）白色の錠剤薬が好まれる理由に関する文献
白色の錠剤薬が好まれる理由に関する詳細な文献は
見当たらない。
錠剤薬の色に関する文献を検討した結果，白色の錠
剤薬が好まれる背景には着色剤の問題，および識別性
の問題があると考えるに至った。

①着色剤の問題
2006 年に公表された増田義典「口腔内崩壊錠の潮流
と製剤設計」（44）には，「着色料の使用に対する嫌悪感
（日本人は白色，淡い色を好む）」（45）と記されている。

増田は着色剤の使用が好まれない理由に関して言及
していないが，着色剤の安全性に対する不安は理由の
一つであると考えられる。その根拠となる文献は，
1974 年に公表された広田久男，宮崎弘和「医薬品着色
剤の患者への有害性について」（46）である。広田らは，
一般健康人，患者（入院患者および外来患者），および
病院勤務者に対するアンケートを行い，着色医薬品
（錠剤薬およびカプセル薬）の服用難易性，着色医薬品
に対する服用者の信頼性などの調査を行った（47）。広田
らによると，着色医薬品が服用しにくいと答えた人の
背景に着色剤の安全性に対する心配があったとい
う（48）。また，患者の38%，一般健康人の40%，病院勤
務者の 96% が着色医薬品に対して不安であると答え
たという（49）。

（41）	 名取他・前掲注（40）pp.290-291。
（42）	 名取他・前掲注（40）p.294。
（43）	 名取他・前掲注（40）p.294。
（44）	 増田義典「口腔内崩壊錠の潮流と製剤設計」PHARM	TECH	JAPAN	Vol.22	No.3（2006）pp.51-62。
（45）	 増田・前掲注（44）p.56。
（46）	 広田久男，宮崎弘和「医薬品着色剤の患者への有害性について」医療 28 巻 3 号（1974）pp.57-59。
（47）	 広田他・前掲注（46）p.57。
（48）	 広田他・前掲注（46）p.58。
（49）	 広田他・前掲注（46）p.59。
（50）	 名取他・前掲注（40）。
（51）	 名取他・前掲注（40）p.292。
（52）	 名取他・前掲注（40）p.292。
（53）	 小林真理子，穂刈慎，霍間尚樹，澤井健太，多賀野正嗣，土下喜正，川上宏昭，楠本正明，上野和行「錠剤の色・色調および形状に関する患

者意識調査」ジェネリック研究Vol.10	No.2（2016）pp.70-75。
（54）	 小林他・前掲注（53）p.71。
（55）	 小林他・前掲注（53）p.74。
（56）	 杉原他・前掲注（32）。

着色剤の安全性に対する不安によって白色の錠剤薬
が好まれている旨が記されている近年の文献は確認で
きていない。だが，薄い色の錠剤薬が好まれている旨
が記されている文献は 2件確認できた。
1件目は，2008 年に公表された名取伸行，花輪和己，
鈴木正彦他「内服薬の服用性と望まれる投与剤形に関
する調査：患者を含めた職種間の比較」（50）である。先
述したように，名取らは錠剤の色として好まれる色お
よび抵抗を感じる色に関する調査を行っている。名取
らによると，黄色，赤色，茶色の 3色は薄くなるほど
好まれる傾向が認められたという（51）。また，被験者の
属性によらず，いずれの色においても濃くなるほど抵
抗を感じることが示唆されたという（52）。
2 件目は，2016 年に公表された小林真理子，穂刈慎，
霍間尚樹他「錠剤の色・色調および形状に関する患者
意識調査」（53）である。小林らは，外来患者を対象に服
用時に許容できる白色以外の錠剤の色および色調に関
するアンケート調査を行った（54）。その結果，「薄い」〜
「やや薄い」色を好む割合が高かったという（55）。
薄い色が好まれる理由は，いずれの文献にも記され
ていない。だが，紹介した文献により，日本において
白色や薄い色の錠剤薬が現在においても好まれている
と推測できることから，増田の見解の信憑性は高いと
思われる。

②識別性の問題
識別性が高いため白色の錠剤薬が好まれると明記し
た文献は確認できていない。だが，識別性の高い錠剤
薬が好ましいことは言うまでもない。以下，白色の錠
剤薬が識別性の高い旨が記されている文献を 2件紹介
する。
1件目は，1986 年に公表された杉原正泰，日高正人，
斎藤明美「剤形および包装における識別性の検討」（56）
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るとしたら抵抗がある色をあげて下さい．また，この
中で服用するとしたら，最も好きな色を一つ選んでく
ださい．」という設問を含むアンケート調査を行っ
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の問題があると考えるに至った。

①着色剤の問題
2006 年に公表された増田義典「口腔内崩壊錠の潮流
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（41）	 名取他・前掲注（40）pp.290-291。
（42）	 名取他・前掲注（40）p.294。
（43）	 名取他・前掲注（40）p.294。
（44）	 増田義典「口腔内崩壊錠の潮流と製剤設計」PHARM	TECH	JAPAN	Vol.22	No.3（2006）pp.51-62。
（45）	 増田・前掲注（44）p.56。
（46）	 広田久男，宮崎弘和「医薬品着色剤の患者への有害性について」医療 28 巻 3 号（1974）pp.57-59。
（47）	 広田他・前掲注（46）p.57。
（48）	 広田他・前掲注（46）p.58。
（49）	 広田他・前掲注（46）p.59。
（50）	 名取他・前掲注（40）。
（51）	 名取他・前掲注（40）p.292。
（52）	 名取他・前掲注（40）p.292。
（53）	 小林真理子，穂刈慎，霍間尚樹，澤井健太，多賀野正嗣，土下喜正，川上宏昭，楠本正明，上野和行「錠剤の色・色調および形状に関する患

者意識調査」ジェネリック研究Vol.10	No.2（2016）pp.70-75。
（54）	 小林他・前掲注（53）p.71。
（55）	 小林他・前掲注（53）p.74。
（56）	 杉原他・前掲注（32）。
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ていない。だが，紹介した文献により，日本において
白色や薄い色の錠剤薬が現在においても好まれている
と推測できることから，増田の見解の信憑性は高いと
思われる。

②識別性の問題
識別性が高いため白色の錠剤薬が好まれると明記し
た文献は確認できていない。だが，識別性の高い錠剤
薬が好ましいことは言うまでもない。以下，白色の錠
剤薬が識別性の高い旨が記されている文献を 2件紹介
する。
1件目は，1986 年に公表された杉原正泰，日高正人，
斎藤明美「剤形および包装における識別性の検討」（56）
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である。杉原らは 2種類の着色錠剤において識別が可
能な色を実験によって調査した（57）。その結果，白が識
別しやすい色の一つであることが判明した（58）。
2 件目は，2019 年に公表された三好麻紀，青木久恵，
窪田惠子他「高齢者が内服する錠剤の色に関する研究
─高齢者疑似体験装置を用いた色の判別─」（59）である。
三好らは，高齢者に特徴的な視覚症状である白内障，
黄変化，白内障＋黄変化の擬似眼鏡を女子大学生に装
着させて錠剤の色の判別実験を行った（60）。その結果，
白色が高齢者にとって最も判別しやすい色であること
が判明した（61）。

Ⅲ．調査方法

1．調査方針
（ 1）本稿の調査方針
本稿ではまず錠剤薬の立体商標の登録状況を調査す
ることにした。そのうえで，色彩を有する錠剤薬の立
体商標のうち拒絶理由通知を受けたことがあるものに
関しては，その拒絶理由および拒絶理由に対する出願
人の見解も調査することにした。

（57）	 杉原他・前掲注（32）p.322。
（58）	 杉原他・前掲注（32）p.326。
（59）	 三好麻紀，青木久恵，窪田惠子，庄山茂子「高齢者が内服する錠剤の色に関する研究─高齢者疑似体験装置を用いた色の判別─」人間と生活

環境Vol.26	No.2（2019）pp.55-64。
（60）	 三好他・前掲注（59）p.55。
（61）	 三好他・前掲注（59）p.63。
（62）	 前稿（前掲注（10））。
（63）	 前稿（前掲注（10））。
（64）	 前稿（前掲注（10））。
（65）	 前稿（前掲注（10））。

（ 2）本稿で扱う錠剤薬の立体商標の範囲
本稿では，前稿（62）において錠剤薬の立体商標であ

ると判定した
4 4 4 4

立体商標のみを扱うことにした。
前稿の調査により，錠剤薬の立体商標の表面に付さ
れた標章が立体商標登録の可否に強い影響を与えてい
ると考えられる（63）。したがって，調査対象を増やした
場合，表面に付された標章に関する考察を改めて行う
必要が生じる。
以上の理由により，本稿で扱う錠剤薬の立体商標の
範囲は前稿と同一にすることにした。

前稿では，1997 年 4 月 1 日の立体商標制度の開始
時から調査を行った 2023 年 5 月 25 日までの期間に出
願された錠剤薬の立体商標のうち，出願が却下された
ものおよび審査中のものを除いたものに対し，錠剤薬
の立体商標か否かの判定を行った（64）。その結果，30 件
の立体商標が錠剤薬の立体商標であると判定された
（表 4）（65）。したがって，本稿で扱う錠剤薬の立体商標
は，表 4 に示された 30 件となる。

表 4　本稿で扱う錠剤薬の立体商標
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（ 3）前稿で行った錠剤薬の立体商標の調査および錠剤
薬の立体商標か否かの判定
前稿では 1997 年 4 月 1 日の立体商標制度の開始時
から調査を行った 2023 年 5 月 25 日までの期間に出願
された立体商標のうち，出願が却下されたものおよび
審査中のものを除いたものを全て調査した（66）。これは，
錠剤薬の立体商標全てに共通する図形等分類，商品お
よび役務の区分，類似群コードが存在しなかったため，
錠剤薬の立体商標の検索方法を確立させることができ

（66）	 前稿（前掲注（10））。
（67）	 前稿（前掲注（10））。
（68）	 前稿（前掲注（10））。
（69）	 前稿（前掲注（10））。
（70）	 前稿（前掲注（10））。

なかったことによる（67）。
上記の調査によって発見した立体商標に対して，錠
剤薬の立体商標か否かの判定を行った（68）。立体商標の
外観や，J-PlatPat の登録情報，図形等分類等に基づ
いて総合的に判定した（69）。
なお，J-PlatPat の経過情報照会によって，錠剤薬
の立体商標であることが明らかになったものは 12 件
であった（表 5）（70）。

表 5　錠剤薬の立体商標であることが明らかになったもの

2．調査項目
（ 1）錠剤薬の立体商標の色彩
本稿では，錠剤薬の立体商標の登録状況および色彩
を調査した。
本稿で扱う錠剤薬の立体商標の範囲は，前稿と同一
である。だが，前稿の調査時（2023 年 5 月 25 日）から
本稿の調査時（2023 年 10 月 20 日）までの期間に登録
されていた立体商標が無効となる可能性は存在する。
無効となったのであれば，拒絶査定が確定したものと
同様に扱わなければならない。
そこで，錠剤薬の立体商標の登録状況を確認したう
えで，色彩を調査した。

（ 2）拒絶理由
本稿では，色彩を有する錠剤薬の立体商標に対する
拒絶理由を全て調査することにした。
前稿では拒絶査定が確定したものに関してのみ拒絶

理由を調査した。拒絶査定が確定したもののうち色彩
を有するものは商願 2010-084066，商願 2016-095878，
商願 2016-095879，および国際登録 0922956 の 4 件の
みであった。先述したように，国際登録 0922956 の暫
定的拒絶通報および拒絶査定は入手できなかった。し
たがって，色彩を有する錠剤薬の立体商標に対する拒
絶理由は 3件しか入手できなかった。
だが，色彩を有する錠剤薬の立体商標かつ登録を受
けたものには，拒絶理由通知を受けたことがあるもの
が 2件（登録 5172274，および登録 6684128）存在する。
つまり，色彩を有する錠剤薬の立体商標 6件に対し拒
絶理由通知が行われた。このため，前稿では，色彩を
有する錠剤薬の立体商標に対する拒絶理由を十分に調
査できなかったことになる。
また，商願 2016-095878 および商願 2016-095879 の
審査は同一の審査官によって行われていた。このため，
拒絶理由に関する判断を示した審査官の人数は少ない
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（ 3）前稿で行った錠剤薬の立体商標の調査および錠剤
薬の立体商標か否かの判定
前稿では 1997 年 4 月 1 日の立体商標制度の開始時
から調査を行った 2023 年 5 月 25 日までの期間に出願
された立体商標のうち，出願が却下されたものおよび
審査中のものを除いたものを全て調査した（66）。これは，
錠剤薬の立体商標全てに共通する図形等分類，商品お
よび役務の区分，類似群コードが存在しなかったため，
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（66）	 前稿（前掲注（10））。
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（68）	 前稿（前掲注（10））。
（69）	 前稿（前掲注（10））。
（70）	 前稿（前掲注（10））。

なかったことによる（67）。
上記の調査によって発見した立体商標に対して，錠
剤薬の立体商標か否かの判定を行った（68）。立体商標の
外観や，J-PlatPat の登録情報，図形等分類等に基づ
いて総合的に判定した（69）。
なお，J-PlatPat の経過情報照会によって，錠剤薬
の立体商標であることが明らかになったものは 12 件
であった（表 5）（70）。

表 5　錠剤薬の立体商標であることが明らかになったもの

2．調査項目
（ 1）錠剤薬の立体商標の色彩
本稿では，錠剤薬の立体商標の登録状況および色彩
を調査した。
本稿で扱う錠剤薬の立体商標の範囲は，前稿と同一
である。だが，前稿の調査時（2023 年 5 月 25 日）から
本稿の調査時（2023 年 10 月 20 日）までの期間に登録
されていた立体商標が無効となる可能性は存在する。
無効となったのであれば，拒絶査定が確定したものと
同様に扱わなければならない。
そこで，錠剤薬の立体商標の登録状況を確認したう
えで，色彩を調査した。

（ 2）拒絶理由
本稿では，色彩を有する錠剤薬の立体商標に対する
拒絶理由を全て調査することにした。
前稿では拒絶査定が確定したものに関してのみ拒絶

理由を調査した。拒絶査定が確定したもののうち色彩
を有するものは商願 2010-084066，商願 2016-095878，
商願 2016-095879，および国際登録 0922956 の 4 件の
みであった。先述したように，国際登録 0922956 の暫
定的拒絶通報および拒絶査定は入手できなかった。し
たがって，色彩を有する錠剤薬の立体商標に対する拒
絶理由は 3件しか入手できなかった。
だが，色彩を有する錠剤薬の立体商標かつ登録を受
けたものには，拒絶理由通知を受けたことがあるもの
が 2件（登録 5172274，および登録 6684128）存在する。
つまり，色彩を有する錠剤薬の立体商標 6件に対し拒
絶理由通知が行われた。このため，前稿では，色彩を
有する錠剤薬の立体商標に対する拒絶理由を十分に調
査できなかったことになる。
また，商願 2016-095878 および商願 2016-095879 の
審査は同一の審査官によって行われていた。このため，
拒絶理由に関する判断を示した審査官の人数は少ない
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といえる。
以上の理由により，本稿では色彩を有する錠剤薬の
立体商標に対する拒絶理由を全て調査することにした。
そのうえで，色彩に関する言及の有無および内容を詳
細に調査することにした。

（ 3）拒絶理由に対する出願人の見解
本稿では，拒絶理由に対する出願人の見解を調査す
ることにした。
先述したように，商願 2010-084066，商願 2016-
095878，および商願 2016-0895879 の 3 件に関しては，
拒絶理由通知では色彩に言及されていないにもかかわ
らず，拒絶査定では色彩に言及されていることが判明
した。その理由は，色彩に関する見解が意見書に記さ
れていたためと考えられる。だが，前稿の調査では登
録 5172274，および登録 6684128 の拒絶理由に対する
出願人の見解が記された書類を入手していない（71）。こ
のため，前稿では拒絶理由に対する出願人の見解を十
分に調査できなかったことになる。
そこで，本稿では拒絶理由に対する出願人の見解を
調査することにした。調査対象は，意見書や審判請求
書などに記されている拒絶理由に対する出願人の見解
全てとした。そのうえで，色彩に関する言及の有無お
よび内容を詳細に調査することにした。

3 ．調査手法
原則として J-PlatPat を使用した。だが，J-PlatPat
で照会できる拒絶理由および拒絶理由に対する出願人
の見解は限られている（72）。J-PlatPat で照会できない
ものに関しては，特許庁出願課行政サービス室閲覧担
当を訪問し，閲覧請求を行うことにした。

4 ．調査時期
本稿の調査は，2023 年 10 月 20 日に行った。

（ 1）錠剤薬の立体商標の色彩
本稿で扱う錠剤薬の立体商標は，前稿と同一である。
だが，先述したように，登録されていた立体商標が無
効となる可能性は存在する。そこで，J-PlatPat を使
用して登録状況を確認した。確認の結果，登録状況が
前稿の調査時から変化していないことが判明した。

（71）	 J-PlatPat の経過情報照会によると国際登録 0922956 の暫定的拒絶通報に対する意見書の提出が行われた。だがその意見書は，保管期間の終
了により廃棄されたため入手できなかった。

（72）	 特許庁「意匠・商標の審査・審判書類が J-PlatPat で照会可能となります」（https://www.jpo.go.jp/support/j_platpat/tokkyo_platform_181129.
html）（2023 年 11 月 9 日参照）。

（ 2）拒絶理由
先述したように，色彩を有する錠剤薬の立体商標 6
件に対して拒絶理由通知が行われた。前稿では登録
5172274（商願 2006-056696），および登録 6684128（商
願 2022-033796）の拒絶理由の調査を行っていないた
め，本稿で調査を行った。
登録 6684128（商願 2022-033796）の拒絶理由通知書
は，J-PlatPat で照会できた。
だが，登録 5172274（商願 2006-056696）の拒絶理由
が記された書類のうち拒絶査定不服審判の審決文以外
のものは，J-PlatPat で照会できなかった。そこで，
特許庁出願課行政サービス室閲覧担当を訪問し，閲覧
請求を行った。その結果，拒絶理由通知書，および拒
絶査定書に登録 5172274（商願 2006-056696）の拒絶理
由が記されていることが判明した。

（ 3）拒絶理由に対する出願人の見解
先述したように，色彩を有する錠剤薬の立体商標 6
件に対して拒絶理由通知が行われた。前稿では登録
5172274（商願 2006-056696），および登録 6684128（商
願 2022-033796）の拒絶理由に対する出願人の見解の
調査を行っていないため，本稿で調査を行った。
登 録 6684128（ 商 願 2022-033796）の 意 見 書 は，
J-PlatPat で照会できた。
だが，登録 5172274（商願 2006-056696）の拒絶理由
に対する出願人の見解が記されている書類は，
J-PlatPat で照会できなかった。そこで，特許庁出願
課行政サービス室閲覧担当を訪問し，閲覧請求を行っ
た。その結果，意見書，審判請求書，および早期審理
に関する事情説明書に登録 5172274（商願 2006-
056696）の拒絶理由に対する出願人の見解が記されて
いることが判明した。

Ⅳ．調査結果

1．錠剤薬の立体商標の登録状況
錠剤薬の立体商標の登録状況を表 6 に示す。先述
したように，錠剤薬の立体商標の登録状況は，前稿の
調査時から変化していない。
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表 6　色彩の有無と登録状況

（73）	 商願 2022-033796 拒絶理由通知書（2022 年 12 月 20 日発送）。登録 6684128 はバイアグラの立体商標，登録 4408425 はバイアグラの容器の立
体商標である。

（ 1）色彩を有さない錠剤薬の立体商標
色彩を有さない錠剤薬の立体商標は 11 件出願され，
そのうち 6件が登録を受けた。

（ 2）色彩を有する錠剤薬の立体商標
色彩を有する錠剤薬の立体商標は 19 件出願されて
いた。いずれも単色からなるものであった。登録を受
けたものは 15 件であった。

2 ．拒絶理由および拒絶理由に対する出願人
の見解
色彩を有する錠剤薬の立体商標のうち拒絶理由通知
を受けたことがあるものは登録 5172274（商願 2006-
056696），商願 2010-084066，商願 2016-095878，商願
2016-095879，登録 6684128（商願 2022-033796），およ
び国際 0922956 の 6 件である。
先述したように前稿の調査によって，商願 2010-
084066，商願 2016-095878，商願 2016-095879，およ
び国際 0922956 の 4 件は，識別力を有さないとして拒
絶査定を受けたことが判明した。
本稿では，登録 5172274（商願 2006-056696），およ
び登録 6684128（商願 2022-033796）に対する拒絶理由
を調査した。その結果，登録 5172274（商願 2006-
056696）の拒絶理由が，識別力を有さないとして 3条
1 項 6 号に該当するというものであること，および登
録 6684128（商願 2022-033796）の拒絶理由が，登録
4408425 が存在するために 4 条 1 項 11 号に該当する

というものである（73）ことが判明した。
そこで，登録 6684128，および国際登録 0922956 以
外の 4件に関して拒絶理由および拒絶理由に対する出
願人の見解を記す。

図 5　登録 6684128

図 6　登録 4408425
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（ 1）登録 5172274（商願 2006-056696）

図 7　登録 5172274

登録 5172274（商願 2006-056696）は，3 条 1 項柱書
および 3条 1項 6号を根拠とする拒絶理由通知を受け
た。出願人は意見書を提出したが，3条 1 項 6 号を根
拠とする拒絶査定を受けた。そこで，出願人は拒絶査
定不服審判を請求した。その結果，拒絶査定を取り消
す審決が下され，登録を受けた。
そこで，拒絶理由通知書，拒絶査定，および拒絶査
定不服審判の審決に記されている特許庁の見解，なら
びに意見書，審判請求書，および早期審理に関する事
情説明書に記されている出願人の見解を記す。

①拒絶理由通知書
特許庁の審査官酒井福造は，3条 1 項柱書（理由 1）
および 3条 1 項 6 号（理由 2）を根拠とする拒絶理由通
知を行った。以下に，拒絶理由のうち，3条 1 項 6 号
の該当性に関する部分（理由 2）を引用して記す。

この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との
関係よりすれば、その商品（錠剤）の一形態を表した
ものと認識させる立体的形状よりなるものであり、
また、その表面に普通に用いられる方法の域を脱し
ない程度の態様で表された「C20」の文字は、商品の
品番・規格等を表示する記号、符号として使用され
ているローマ文字 1文字及び数字からなるものです
から、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章といえ
るものです。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用
しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品
の品番等が C20 である錠剤であることを認識する
にすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品である

（74）	 商願 2006-056696 拒絶理由通知書（2007 年 1 月 9 日発送）。
（75）	 登録 4171615，登録 4171617，登録 4171619，登録 4171625，登録 4181350，登録 4421182，および登録 4709045 の 7 件が登録を受けているこ

とである。
（76）	 商願 2006-056696 意見書（2007 年 5 月 9 日提出）。

ことを認識することができない商標と認めます。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標
法第 3条第 1項第 6号に該当します（74）。

②意見書
意見書において，出願人は 3条 1項柱書の要件を具
備する旨および 3条 1項 6号に該当しない旨を述べて
いる。
3条 1 項 6 号の該当性に対する反論には，色彩に関
する言及が含まれている。以下に引用して記す。

本願商標は、自他商品識別機能を有する立体的形状
に、自他商品識別機能を有する文字が記載され、さ
らに黄金色の色彩を結合した商標です。上記登録例
のようなありふれた錠剤の形態の表面に自他商品識
別機能を有する文字が記載された商標の登録が認め
られていること（75）を考慮すれば、本願商標は、商
品の形状そのものの範囲を超えて認識されるもので
あることは疑う余地もなく、十分に自他商品識別機
能を果たすものであると思われます（76）。

③拒絶査定
特許庁の審査官井出英一郎は，3条 1 項 6 号を根拠
とする拒絶査定を行った。以下に，拒絶査定の理由を
引用して記す。

この商標登録出願については、平成 19 年 1 月 4 日
付けで通知した理由 2が解消されていないため、商
標登録をすることができないとの判断に至りました。
なお、出願人は、意見書において、立体形状につい
ては「確かに（ア）のとおり、本願商標は、その指定
商品（薬剤）との関係よりすれば、その商品（錠剤）の
一形態を表したものと認識させるものであることは、
出願人も否定するつもりはありません。」と述べてい
るとおりであって、また、本願立体商標の表面に記
載された「C20」の文字部分については「本願商標の
表面に記載された「C20」は決して普通に用いられる
方法で表示されたものではなく、特殊なデザイン化
された文字となっています。」と述べていますが、該
文字部分は「C20」と優に読めるものであり、この程
度の書体が特にデザイン化された文字であると認め
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ることもできませんから、極めて簡単で、かつ、あ
りふれた標章であると認めます。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識とし
て機能し得ないものと認めます。
また、過去の登録例等の証左を挙げて反駁していま
すが、それらは本願とは事案を相違し同一に論じる
ことはできませんので、これを採用することはでき
ません。さらに、諸外国の登録制度と我が国の登録
制度が同一であると解釈しなければならない特段の
理由が存するものと認められませんから、諸外国の
登録例をもって、本願商標が登録されなければなら
ないとする根拠とはなり得ません（77）。

④審判請求書
審判請求書に記されている「請求の理由」には，色彩
に関する言及が含まれている。色彩に関する言及は，
「（ 2）本願商標が登録されるべき理由」の（c）に記され
ている。そこで，以下に引用して記す。

（c）本願商標は、立体的形状に、文字が記載され、
さらに黄金色の色彩を結合した商標である。当該立
体的形状自体が自他商品識別機能を果たす以上、本
願商標も当然のことながら、十分に自他商品識別機
能を果たすものであると確信する。

また、万一、当該立体的形状がありふれたものと認
定されるものであっても、先に述べたとおり本願商
標は当該立体的形状と、自他商品識別機能を有する
文字及び黄金色の色彩を結合した商標である。上記
（a）に例示したとおり、ありふれた錠剤の形態の表
面に自他商品識別機能を有する文字が記載された商
標の登録が認められていること（78）を考慮すれば、
本願商標も、十分に自他商品識別機能を果たすもの
であると確信する（79）。

⑤早期審理に関する事情説明書
早期審理に関する事情説明書に記されている「3. 拒
絶理由に該当しないとする主張」には色彩に関する言
及が含まれている。そこで，以下に引用して記す。

（略）

（77）	 商願 2006-056696 拒絶査定（2007 年 6 月 12 日発送）。
（78）	 登録 4171615，登録 4171617，登録 4171619，登録 4171625，登録 4181350，登録 4421182，および登録 4709045 の 7 件が登録を受けているこ

とである。
（79）	 商願 2006-056696 審判請求書（2007 年 9 月 10 日提出）。

（ 2）本願商標が登録されるべき理由
原査定の理由は、（a）本願商標は、その指定商品と
の関係よりすれば、その商品の一形態を表したもの
を認識させる立体的形状よりなる、（b）本願商標の
文字部分「C20」は、極めて簡単、かつ、ありふれた
標章である。
以上よりすれば、本願商標は、自他商品の識別標識
として機能し得ないものであり、商標法第 3条第 1
項第 6号に該当する、というものである。
しかし、審査官は、本願商標全体を観察することな
く結論を導いている。すなわち、まず本願商標を立
体的形状と文字の構成要素に分解し、これらの各構
成要素がそれぞれ「その商品の一形態を表したもの
と認識させる立体的形状よりなるもの」で、「該文字
部分が「C20」と優に読めるものであり、この程度の
書体が特にデザイン化された文字であると認めるこ
ともできない」ものであるから、「極めて簡単で、か
つ、ありふれた標章であると認めます」と、部分的
観察の結果のみを単に寄せ集めて審査の結論を導い
ている。しかも、色彩については何ら述べておらず、
黄色の色彩が施されることによる商標全体の識別力
の存否についての検討を怠っている。
商標法上の標章とは、文字、図形、記号若しくは立
体的形状若しくはこれらと色彩との結合であるから
（商標法第 2条第 1項）、結合してなる標章は標章全
体として観察すべきであって、各構成要素を部分的
にのみ観察し、部分的観察の結果を単に寄せ集めて
足し算的に結論を導くことは許されない。
本願商標は、（a）卵形の図形に厚みを持たせ右に 90
度回転させている斬新的な立体的形状部分と、（b）
当該立体的形状の表面部に表示される「C20」なる文
字のうち「C」の字体が、これに続く「20」の 2文字部
分よりも大きく、かつ、右側に深く傾き、その書き
始めの鉤状部分が狭く曲がりこみ、下方の鉤状部分
とは角度・大きさとも非対称であり、さらに、「20」
の部分も「0」が「2」より小さくなっており、文字の寸
法も立体形状の卵形の形状と軌を一にして該立体的
形状が先細りになるのに準じて文字も徐々に小さく
なっていくという立体形状一体となった特有な図案
化された構成を取る文字部分と、（c）商標全体に施
された黄色が、渾然一体となって表されているもの
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（ 2）本願商標が登録されるべき理由
原査定の理由は、（a）本願商標は、その指定商品と
の関係よりすれば、その商品の一形態を表したもの
を認識させる立体的形状よりなる、（b）本願商標の
文字部分「C20」は、極めて簡単、かつ、ありふれた
標章である。
以上よりすれば、本願商標は、自他商品の識別標識
として機能し得ないものであり、商標法第 3条第 1
項第 6号に該当する、というものである。
しかし、審査官は、本願商標全体を観察することな
く結論を導いている。すなわち、まず本願商標を立
体的形状と文字の構成要素に分解し、これらの各構
成要素がそれぞれ「その商品の一形態を表したもの
と認識させる立体的形状よりなるもの」で、「該文字
部分が「C20」と優に読めるものであり、この程度の
書体が特にデザイン化された文字であると認めるこ
ともできない」ものであるから、「極めて簡単で、か
つ、ありふれた標章であると認めます」と、部分的
観察の結果のみを単に寄せ集めて審査の結論を導い
ている。しかも、色彩については何ら述べておらず、
黄色の色彩が施されることによる商標全体の識別力
の存否についての検討を怠っている。
商標法上の標章とは、文字、図形、記号若しくは立
体的形状若しくはこれらと色彩との結合であるから
（商標法第 2条第 1項）、結合してなる標章は標章全
体として観察すべきであって、各構成要素を部分的
にのみ観察し、部分的観察の結果を単に寄せ集めて
足し算的に結論を導くことは許されない。
本願商標は、（a）卵形の図形に厚みを持たせ右に 90
度回転させている斬新的な立体的形状部分と、（b）
当該立体的形状の表面部に表示される「C20」なる文
字のうち「C」の字体が、これに続く「20」の 2文字部
分よりも大きく、かつ、右側に深く傾き、その書き
始めの鉤状部分が狭く曲がりこみ、下方の鉤状部分
とは角度・大きさとも非対称であり、さらに、「20」
の部分も「0」が「2」より小さくなっており、文字の寸
法も立体形状の卵形の形状と軌を一にして該立体的
形状が先細りになるのに準じて文字も徐々に小さく
なっていくという立体形状一体となった特有な図案
化された構成を取る文字部分と、（c）商標全体に施
された黄色が、渾然一体となって表されているもの
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であるから、これに接する取引者、需要者は、立体
的形状、各文字と色彩との組み合わせからなる一体
不可分の斬新な固有の商標として印象づけられるも
のとみるのが相当である。
従って、本願商標は、その指定商品に使用しても、
自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得
るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品で
あることを認識することができない商標ということ
はできない。
（ 3）次に、具体的な取引の実情について考察する。
（略）
「CIALIS　20mg」を含むシアリス錠は、平成 19 年
7 月に国内で 3番目に承認を受けた経口勃起不全治
療剤であり、同じ効能の薬剤は、現在でも国内で他
に 2種しかない（「既述」）。従って、現実の取引にお
いては、本願商標と同一の外形的形態を持った同種
の薬剤は本説明書提出時点で存在せず、出願人がわ
が国において独占的に使用しているものである。ま
た、その立体的形状も黄色の色彩との結合と相俟っ
て斬新なものである。
（略）
「CIALIS　20mg」は、販売開始以来短期間のうちに
国内で 50 万錠を超える売り上げに達し、本願商標
に接した全国の取引者・需要者は、黄色の卵形の立
体的形状と、その表面に表された、上述のように特
有な構成を有する「C20」の文字の組み合わせによっ
て、当該商品の出所が、本願出願人乃至何人かのシ
アリス錠であることを識別しているのである。要す
るに、本願商標はその使用の結果、既に顕著な識別
力を獲得しているのである。
かかる立体的形状、文字及び色彩の組み合わせが、
「性機能障害治療用・予防用薬剤」等の品番・規格等
を表示する記号、符号として取引上一般的に使用さ
れているような事実は、本説明書作成時点で確認で
きていない（「既述」）（80）。
（略）

⑥拒絶査定不服審判の審決
拒絶査定不服審判（不服 2007-024855）において，特
許庁の審判官鈴木修（審判長），内山進および杉本克治
は，拒絶査定を取り消す審決を下した。以下に，審決
文の「3. 当審の判断」の部分を引用して記す。

（80）	 商願 2006-056696 早期審理に関する事情説明書（2008 年 8 月 25 日提出）。
（81）	 不服 2007-024855（2008 年 9 月 11 日審決）。

3 　当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、平面が玉子形様のやや
厚みのある黄金色の立体的形状に、その上部にロー
マ文字の「Ｃ」様の図形とその右方に該図形の半分程
度の大きさで数字の「20」が表示されているものであ
る。
そして、そこに表された立体的形状は、指定商品で
ある薬剤が採用し得る一形状にすぎないものである
としても、上部に描かれた「Ｃ」様の図形部分は、右
上部を上方とし、左下部を下方とする玉子形状を描
くように、右中央部分を起点として輪郭線のように
描き、左下部分からは、上記起点の右斜め下を終点
として、直線的に描いてなるものであって、左部分
を弧状に描き、右部分に開口部があるとしても、一
般的な「Ｃ」の文字とは、その形状を異にするもので
あり、かつ、該図形の右方に記載されている数字
「20」は、該図形と同様の図案化がなされて、図形部
分と数字部分が一体として「Ｃ 20」と認識されると
いうようなものではないから、該図形から、直ちに
ローマ文字の「Ｃ」を認識するということはできない。
そうとすると、本願商標の「Ｃ」様の図形部分は、単
に「Ｃ」の文字を表したものではなく、独創的な図形
というべきであるから、それ自体が独立して自他商
品の識別標識としての機能を十分に果たし得るもの
というのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用したと
きは、需要者が何人かの業務に係る商品であること
を認識することができるものといわなければならな
い。
したがって、本願商標が商標法第 3条第 1項第 6号
に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当
ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の
理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する（81）。
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図 8 　商願 2010-084066

商願 2010-084066 は，3 条 1 項 3 号および 4 条 1 項
16 号を根拠とする拒絶理由通知を受けた。出願人は
指定商品に関する補正を行ったうえで意見書を提出し
たが，3条 1 項 3 号を根拠とする拒絶査定を受けた。
出願人が拒絶査定不服審判を請求しなかったため，処
分が確定した。
そこで，拒絶理由通知書，および拒絶査定に記され
ている拒絶理由，ならびに意見書に記されている出願
人の見解を記す。

①拒絶理由通知
特許庁の審査官田中幸一は，3条 1 項 3 号および 4
条 1 項 16 号を根拠とする拒絶理由通知を行った。以
下に，拒絶理由全文を引用して記す。

この商標登録出願に係る商標は、楕円に近い菱形の
粒状、釦状の形状からなるものですが、本願指定商
品との関係では、携帯性、容易に一定量を服用する
ことができるよう、一定の形に製した固形の製剤で
ある「錠剤」のほとんどが粒状、釦状の形状としてい
る状況にあります。
これより、本願商標をその指定商品中「錠剤」に使用
しても、これに接する取引者・需要者は商品の形状、
品質を普通に用いられる方法で表示したものである
と認識するに止まり自他商品を識別するための標識
とは認識し得ないものと認めます。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標
法第3条第1項第3号に該当し、「錠剤」以外の「薬剤」
に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせる
おそれがありますので、商標法第 4条第 1 項第 16
号に該当します（82）。

（82）	 商願 2010-084066 拒絶理由通知書（2011 年 2 月 7 日発送）。

②意見書
意見書において出願人は，指定商品に関する補正に
よって 4条 1 項 16 号を根拠とする拒絶理由が解消さ
れた旨，3条 1 項 3 号に該当しない旨，および 3条 2
項に該当する旨を述べている。以下に，意見書に記さ
れている出願人の意見の一部を引用して記す。

（略）
本願商標は、本出願人が製造販売（日本では、現在
は本出願人の日本法人であるファイザー株式会社が
製造販売）している、勃起不全治療薬剤に使用され
ている立体商標である。当該立体的形状は、願書に
示すように、角が丸みを帯びた横長の菱形形状であ
り全面が青色で着色されている、すなわち、立体的
形状と青色色彩との結合よりなる標章で、商品「勃
起不全治療薬（以下、「ED治療薬」という）」に使用
されている。このような本願商標の立体形状に対し
て審査官は、携帯性、容易服用性のために錠剤の形
状はほとんどが粒状、釦状であるから、錠剤の形状
を示す本願商標が「菱形」をしていても、需要者は商
品の形状、品質を普通に用いられる方法で表示した
ものであると認識するに止まり自他商品を識別する
ための標識とは認識し得ない、と判断された。また、
「錠剤」以外の薬剤に使用すると品質誤認を生じさせ
るおそれがあるとの判断も示された。
指定商品については別紙手続補正書で補正を行った
ので、「品質誤認」の理由は解消されたと思料する。
審査官は、本願商標に関し、その形状が「楕円に近
い菱形」であることを述べるに留めて、本願商標に
は青色色彩が施されている点については言及されて
いないが、別紙手続補正書で補正した本願指定商品
「勃起不全治療用錠剤」は極めて特殊な薬剤であるこ
とを踏まえると、「形状が楕円に近い菱形」であり
「青色色彩」である点は、「需要者が商品の形状、品
質を普通に用いられる方法で表示したものであると
認識するに止まり自他商品を識別するための標識と
は認識し得ない」とは言えないと思料する。錠剤の
形状及び色彩には制限はない。しかし、人が服用す
る錠剤を含め薬の形状・色彩・大きさ等は、薬剤を
継続的に服用している人にとっては、重大な関心事
である（第 2号証の 1及び 2）。そのため、薬事法上
これらの変更が許可対象となっており、製薬会社は
変更内容を公表しなければならない（第 3号証の 1
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審査官は、本願商標に関し、その形状が「楕円に近
い菱形」であることを述べるに留めて、本願商標に
は青色色彩が施されている点については言及されて
いないが、別紙手続補正書で補正した本願指定商品
「勃起不全治療用錠剤」は極めて特殊な薬剤であるこ
とを踏まえると、「形状が楕円に近い菱形」であり
「青色色彩」である点は、「需要者が商品の形状、品
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継続的に服用している人にとっては、重大な関心事
である（第 2号証の 1及び 2）。そのため、薬事法上
これらの変更が許可対象となっており、製薬会社は
変更内容を公表しなければならない（第 3号証の 1
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及び 2）。本願商標が使用されている「ＥＤ治療薬」
の中には、その形状及び色彩を同一又は類似とする
治療薬はない。「ＥＤ治療薬を開発する場合は通常
の錠剤とは異なり、錠剤の形状や色、大きさなども
綿密に研究しなければならないと言われます。」とい
う説明をしているウェブサイトがある（第 2号証の
3）。これは下記に詳細に述べるように、本願商標が
使用された「ＥＤ治療薬」は 1999 年 3 月から日本で
発売された（第 4 号証）その当時には存在していな
かった画期的な商品でED治療を求める患者にとっ
ては待望の商品でもあり、マスコミが話題を煽るが
ごとく取り上げてたちまちにして当該ＥＤ治療薬、
特にそれに使用されている文字商標である
「VIAGRA」及び「バイアグラ」は、国内の医療関係
者（医師、歯科医師、薬剤師、看護師等）及びＥＤ治
療を要する男性のみならず、当該医薬品に関心を寄
せる人々の間に周知著名となった。「ED治療薬」を
製造する医薬品メーカーにとって、本願商標と同一
の形状及び色彩の採用を回避することが、本願商標
との混同を避けるために必然的となった（前記第 2
号証の 3）（83）。
（略）

③拒絶査定
特許庁の審査官山田正樹は，3条 1 項 3 号に該当す
るが 3条 2項に該当しないとして拒絶査定を行った。
以下に，拒絶査定の理由全文を引用して記す。

この商標登録出願については、平成 23 年　2月　7
日付けで通知した理由が解消されていないため、商
標登録をすることができないとの判断に至りました。
なお、出願人は、意見書において種々述べています
が、本願商標が商標法第 3条第 1項第 3号に該当す
るとしたさきの認定を覆すことはできません。
本願商標に係る立体的形状は、楕円に近い菱形の粒
状形状からなり、薄い青色に着色されているもので
すが、「錠剤」との関係からして、予測し難いような
特異な形態や特別な印象を与える装飾的形状等を備
えているものとは認められず、取引者、需要者に
とっては、「錠剤」の形状及び色彩そのものを認識す
るにとどまるものと判断するのが相当であり、その
形状自体が自他商品の識別力を有するものとは認め

（83）	 商願 2010-084066 意見書（2011 年 6 月 14 日提出）。
（84）	 商願 2010-084066 拒絶査定（2011 年 10 月 11 日発送）。

ることができません。
また、出願人は本願商標は商標法第 3条第 2項に該
当する旨主張していますが、出願人が提出した全証
拠書類をもってしても、本願商標のみが付された錠
剤（勃起不全治療用錠剤）が製造販売されたことを認
めるべき証拠はなく、本願商標に係る形状の錠剤で
何らの文字標章も付されないものが、出願人の製造
販売に係るものであると広く認識されているものと
は認められません。
したがって、本願商標の立体的形状のみが独立して
自他商品の識別力を有しているものということはで
きませんから、本願商標が使用により自他商品の識
別機能を有するに至ったものと認めることはできま
せん（84）。

（ 3）商願 2016-095878

図 9 　商願 2016-095878

商願 2016-095878 は，3 条 1 項 5 号および 4 条 1 項
16 号を根拠とする拒絶理由通知を受けた。出願人は
意見書の提出，および指定商品に関する補正を行った
が，3 条 1 項 5 号および 4 条 1 項 16 号を根拠とする
拒絶査定を受けた。出願人が拒絶査定不服審判を請求
しなかったため，処分が確定した。
そこで，拒絶理由通知書，および拒絶査定に記され
ている拒絶理由，ならびに意見書に記されている出願
人の見解を記す。

①拒絶理由通知
特許庁の審査官大橋良成は，3条 1 項 5 号および 4
条 1 項 16 号を根拠とする拒絶理由通知を行った。以
下に，拒絶理由全文を引用して記す。

この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との
関係において、商品の一形態（錠剤）を表したと認識
させる立体的形状と、その錠剤表面に、商品の規格、
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品番等を表示するための記号、符号として普通に使
用される数字の一類型と認められる「7977」の文字を
刻印してなるにすぎないものですから、これをその
指定商品中「錠剤」に使用しても、極めて簡単で、か
つ、ありふれた標章のみからなるものと認めます。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標
法第 3条第 1項第 5号に該当し、前記商品以外の商
品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせ
るおそれがありますので、商標法第 4 条第 1 項第
16 号に該当します（85）。

②意見書
意見書において出願人は，3条 1 項 5 号に該当しな
い旨，および使用によって識別力を獲得した旨を述べ
ている。以下に，出願人の見解のうち 3条 1項 5号の
該当性に関する部分を一部引用して記す。

（略）
仮に、本願商標が「通常採用し得る商品の一形態（錠
剤）」を表したもの」と認識されるとしても、そうで
あるからといって、直ちに本願商標が自他商品識別
力を有しないと断定することはできないものと思料
します。
この点について、知的財産高等裁判所平成 20 年 6
月 30 日判決（参考資料 4（86））は、チョコレート菓子
の立体的形状からなる商標に関するものですが、
「商品の形状は、取引者・需要者の視覚に直接訴え
るものであり、需要者は、多くの場合、まず当該商
品の形状を見て商品の選択・選別を開始することは
経験則上明らかである（中略）一概に商品の形体であ
るがゆえに自他商品識別力がないと断ずることは相
当とはいえないものである」として、「チョコレート
菓子の需要者は、自己が購入したチョコレート菓子
の味とその形体が他の同種商品と識別可能な程度に
特徴的であればその特徴的形体を一つの手掛かりに
し、次回以降の購入時における商品選択の基準とす
ることができる（中略）その立体形状が『選択し得る
形状の一つと理解される限り識別力はない』とする
被告の主張は、取引の実情を捨象する過度に抽象化
した議論であり、にわかに採用し難いところであ
る」と述べています。
ところで、本願商標は本件立体的形状を平面的に描

（85）	 商願 2016-095878 拒絶理由通知書（2017 年 1 月 11 日発送）。
（86）	 GuyLiANチョコレート立体商標事件（知財高裁平成 20 年 6 月 30 日判決　平成 19 年（行ケ）第 10293 号）の判決文である。

いた図形よりなる商標であるところ、本件立体的形
状にあっては、（2-1）に述べたとおり、「通常採用し
得る商品の一形態（錠剤）を表したもの」ではなく、
仮にそうであるとしても、上記知財高裁判決が判示
するとおり、「通常採用し得る商品の一形態（錠剤）」
であることとは別に、本件立体的形状や、本件立体
的形状を平面的に描いた図形よりなる本願商標が自
他商品識別機能を発揮しえないということができる
か否かについて、慎重に検討する必要があるものと
思料いたします。

本件立体的形状は、願書記載の通り、全体に楕円形
の特徴的な形状を有し、加えて、数字の「7977」の刻
印と共に、薄い黄色の着色がされているものです。
このような形状・色彩・数字の組み合わせは、前述
の通り、C型肝炎の治療薬として経口薬を初めて発
売した出願人が独自に創作したものであり、既存の
経口薬（錠剤）をそのまま採択したものではありませ
ん。既存の経口薬が存在しない状況下においては、
出願人の創作した本件立体的形状からなる商標は、
C型肝炎の経口治療薬「SOVALDI」の薬効の高さと
共に需要者・取引者である患者・医療者に大いに注
目されました（参考資料 13 乃至参考資料 108）。

こうしたなか、本年 1月、本願商標にかかる C型
肝炎の治療薬「SOVALDI」及び出願人の別のC型肝
炎の治療薬「HARVONI」の偽造品が発見されるとい
う事件が起こりました。この発端は、患者が薬の形
状等をみて偽造品だと気付いたことによります。こ
れはまさに、本願商標にかかる C型肝炎の治療薬
の形状等が出願人の製造・販売にかかる薬の出所識
別標識として充分に機能していることを現に示す一
証左であります。

（略）

本件立体的形状は、C型肝炎の治療薬の分野におい
て、その形状・色彩・数字の組み合わせにおいて特
徴的といえ、またこのような錠剤にかかる商品が他
に存在せず、さらに、このような組み合わせの錠剤
が使用されている事実もないという点において、個
性的なものであり、かつ、上記の通り本件立体的形
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品番等を表示するための記号、符号として普通に使
用される数字の一類型と認められる「7977」の文字を
刻印してなるにすぎないものですから、これをその
指定商品中「錠剤」に使用しても、極めて簡単で、か
つ、ありふれた標章のみからなるものと認めます。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標
法第 3条第 1項第 5号に該当し、前記商品以外の商
品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせ
るおそれがありますので、商標法第 4 条第 1 項第
16 号に該当します（85）。

②意見書
意見書において出願人は，3条 1 項 5 号に該当しな
い旨，および使用によって識別力を獲得した旨を述べ
ている。以下に，出願人の見解のうち 3条 1項 5号の
該当性に関する部分を一部引用して記す。

（略）
仮に、本願商標が「通常採用し得る商品の一形態（錠
剤）」を表したもの」と認識されるとしても、そうで
あるからといって、直ちに本願商標が自他商品識別
力を有しないと断定することはできないものと思料
します。
この点について、知的財産高等裁判所平成 20 年 6
月 30 日判決（参考資料 4（86））は、チョコレート菓子
の立体的形状からなる商標に関するものですが、
「商品の形状は、取引者・需要者の視覚に直接訴え
るものであり、需要者は、多くの場合、まず当該商
品の形状を見て商品の選択・選別を開始することは
経験則上明らかである（中略）一概に商品の形体であ
るがゆえに自他商品識別力がないと断ずることは相
当とはいえないものである」として、「チョコレート
菓子の需要者は、自己が購入したチョコレート菓子
の味とその形体が他の同種商品と識別可能な程度に
特徴的であればその特徴的形体を一つの手掛かりに
し、次回以降の購入時における商品選択の基準とす
ることができる（中略）その立体形状が『選択し得る
形状の一つと理解される限り識別力はない』とする
被告の主張は、取引の実情を捨象する過度に抽象化
した議論であり、にわかに採用し難いところであ
る」と述べています。
ところで、本願商標は本件立体的形状を平面的に描

（85）	 商願 2016-095878 拒絶理由通知書（2017 年 1 月 11 日発送）。
（86）	 GuyLiANチョコレート立体商標事件（知財高裁平成 20 年 6 月 30 日判決　平成 19 年（行ケ）第 10293 号）の判決文である。

いた図形よりなる商標であるところ、本件立体的形
状にあっては、（2-1）に述べたとおり、「通常採用し
得る商品の一形態（錠剤）を表したもの」ではなく、
仮にそうであるとしても、上記知財高裁判決が判示
するとおり、「通常採用し得る商品の一形態（錠剤）」
であることとは別に、本件立体的形状や、本件立体
的形状を平面的に描いた図形よりなる本願商標が自
他商品識別機能を発揮しえないということができる
か否かについて、慎重に検討する必要があるものと
思料いたします。

本件立体的形状は、願書記載の通り、全体に楕円形
の特徴的な形状を有し、加えて、数字の「7977」の刻
印と共に、薄い黄色の着色がされているものです。
このような形状・色彩・数字の組み合わせは、前述
の通り、C型肝炎の治療薬として経口薬を初めて発
売した出願人が独自に創作したものであり、既存の
経口薬（錠剤）をそのまま採択したものではありませ
ん。既存の経口薬が存在しない状況下においては、
出願人の創作した本件立体的形状からなる商標は、
C型肝炎の経口治療薬「SOVALDI」の薬効の高さと
共に需要者・取引者である患者・医療者に大いに注
目されました（参考資料 13 乃至参考資料 108）。

こうしたなか、本年 1月、本願商標にかかる C型
肝炎の治療薬「SOVALDI」及び出願人の別のC型肝
炎の治療薬「HARVONI」の偽造品が発見されるとい
う事件が起こりました。この発端は、患者が薬の形
状等をみて偽造品だと気付いたことによります。こ
れはまさに、本願商標にかかる C型肝炎の治療薬
の形状等が出願人の製造・販売にかかる薬の出所識
別標識として充分に機能していることを現に示す一
証左であります。

（略）

本件立体的形状は、C型肝炎の治療薬の分野におい
て、その形状・色彩・数字の組み合わせにおいて特
徴的といえ、またこのような錠剤にかかる商品が他
に存在せず、さらに、このような組み合わせの錠剤
が使用されている事実もないという点において、個
性的なものであり、かつ、上記の通り本件立体的形
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状は出願人が独自に創作したものであって、既存の
Ｃ型肝炎の薬の形状や、薬剤（商品）の機能を確保す
る上で必ず採用しなければならない形状を採択した
ものではありません。
してみれば、本件立体的形状が、Ｃ型肝炎の治療薬
として、特定人によるその独占使用を認めるのを公
益上適当としないものに該当するというべき理由も
なく、このことは、本件立体的形状を平面的に描い
た図形よりなる本願商標にあってもそのまま妥当い
たします。

上記次第でありますので、本願商標は商標法第 3条
第 1項第 5号に該当するものではなく、本来的に自
他商品を識別する機能を有する商標と認められるべ
きと思料いたします（87）。

③拒絶査定
特許庁の審査官大橋良成は，3条 1 項 5 号および 4
条 1項 16 号を根拠とする拒絶査定を行った。以下に，
拒絶査定の理由全文を引用して記す。

この商標登録出願については、平成 29 年　1 月 10
日付けで通知した理由が解消されていないため、商
標登録をすることができないとの判断に至りました。
なお、出願人は、意見書において種々述べ、かつ、
指定商品を「C型肝炎の治療用薬剤」に補正していま
すが、本願商標は、その補正後の指定商品中に含ま
れる「C型肝炎の治療用薬剤（錠剤）」に使用しても、
その商品の一般的な立体的形状と認識されるものに、
商品の規格、品番等を表示するための記号・符号と
して取引上普通に使用される数字の一類型とみられ
る「7977」が刻印されたものであって、その構成全体
は、彩色も含めて極めて簡単で、かつ、ありふれた
標章のみからなる商標といわざるを得ず、また、前
記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の
誤認を生じさせるおそれがありますから、さきの認
定を覆すことはできません。
出願人は、登録例や判決例を挙げて主張するところ
がありますが、そもそも、商品の識別性の判断は、
各商標につき、それぞれの取引の実情などをも勘案
し、個別具体的に判断されるべき性質のものである
ばかりでなく、出願人の挙げる登録例・判決例は、

（87）	 商願 2016-095878 意見書（2017 年 7 月 31 日提出）。
（88）	 商願 2016-098578 拒絶査定（2018 年 1 月 5 日発送）。

いずれも、本願商標とはその構成態様が大きく異な
るものであって、事案を異にするものというべきで
すから、本願商標の識別性の判断の参考として採用
することはできません。
また、出願人は、自己の取扱いに係る C型肝炎の
治療薬「SOVALDI」及び「HARVONI」の偽造品の存
在（同人提出の参考資料5ないし同12）を理由に、「本
願商標は商標法第 3条第 1項第 5号に該当するもの
ではなく、本来的に自他商品を識別する機能を有す
る商標と認められるべきである」とも述べています
が、これら偽造品の存在と、本願商標が自他商品識
別標識としての本来的な機能を有するか否かは、次
元が異なるものであって、両者間に直接的な関連性
があるとは認め難く、偽造品の存在が上記判断を左
右するものとはいえません。
さらに、出願人は、「本願商標は、出願人等の製造・
販売に係るC型肝炎の治療薬「SOVARDI」とともに
その立体的形状が大々的に紹介され、マスコミ等で
報道された結果、本願商標を使用した商品は出願人
の出所に係るものと認識されるに至っている」旨述
べ、参考資料 13 ないし同 108 を提出していますが、
それら参考資料からは、2015 年 5 月に本願商標に
係るC型肝炎治療薬「SOVALDI/ ソバルディ」を日
本において発売、続く同年 9月に同じ C型肝炎治
療薬「HARVONI/ ハーボニー」が発売され、画期的
な治療薬としてマスコミ等で取り上げられた事実は
認められるものの、そのいずれも「ソバルディ」又は
「ハーボニー配合錠」等の文字商標に関する記事であ
り、そこには本願商標である立体的形状が何一つ掲
載されておらず、該立体的形状が使用された結果、
それ自体で商標として識別力を獲得したと認め得る
証左はないといわざるを得ず、この点に関する出願
人の主張も採用することができません（88）。

（ 4）商願 2016-095879

図10　商願 2016-095879
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商願 2016-095879 は，3 条 1 項 5 号および 4 条 1 項
16 号を根拠とする拒絶理由通知を受けた。出願人は
意見書を提出したが，3条 1項 5号および 4条 1項 16
号を根拠とする拒絶査定を受けた。出願人が拒絶査定
不服審判を請求しなかったため，処分が確定した。
そこで，拒絶理由通知書，および拒絶査定に記され
ている拒絶理由，ならびに意見書に記されている出願
人の見解を記す。

①拒絶理由通知
特許庁の審査官大橋良成は，3条 1 項 5 号および 4
条 1 項 16 号を根拠とする拒絶理由通知を行った。以
下に，拒絶理由全文を引用して記す。

この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との
関係において、商品の一形態（錠剤）を表したと認識
させる立体的形状と、その錠剤表面に、商品の規格、
品番等を表示するための記号、符号として普通に使
用される数字の一類型と認められる「7985」の文字を
刻印してなるにすぎないものですから、これをその
指定商品中「錠剤」に使用しても、極めて簡単で、か
つ、ありふれた標章のみからなるものと認めます。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標
法第 3条第 1項第 5号に該当し、前記商品以外の商
品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせ
るおそれがありますので、商標法第 4 条第 1 項第
16 号に該当します（89）。

②意見書における出願人の見解
意見書において出願人は，3条 1 項 5 号に該当しな
い旨，および使用によって識別力を獲得した旨を述べ
ている。以下に，出願人の見解のうち 3条 1項 5号の
該当性に関する部分を一部引用して記す。

（略）
仮に、本願商標が「通常採用し得る商品の一形態（錠
剤）」を表したもの」と認識されるとしても、そうで
あるからといって、直ちに本願商標が自他商品識別
力を有しないと断定することはできないものと思料
します。
この点について、知的財産高等裁判所平成 20 年 6
月 30 日判決（参考資料 4（90））は、チョコレート菓子

（89）	 商願 2016-095879 拒絶理由通知書（2017 年 1 月 11 日発送）。
（90）	 GuyLiANチョコレート立体商標事件（知財高裁平成 20 年 6 月 30 日判決　平成 19 年（行ケ）第 10293 号）の判決文である。

の立体的形状からなる商標に関するものですが、
「商品の形状は、取引者・需要者の視覚に直接訴え
るものであり、需要者は、多くの場合、まず当該商
品の形状を見て商品の選択・選別を開始することは
経験則上明らかである（中略）一概に商品の形体であ
るがゆえに自他商品識別力がないと断ずることは相
当とはいえないものである」として、「チョコレート
菓子の需要者は、自己が購入したチョコレート菓子
の味とその形体が他の同種商品と識別可能な程度に
特徴的であればその特徴的形体を一つの手掛かりに
し、次回以降の購入時における商品選択の基準とす
ることができる（中略）その立体形状が『選択し得る
形状の一つと理解される限り識別力はない』とする
被告の主張は、取引の実情を捨象する過度に抽象化
した議論であり、にわかに採用し難いところであ
る」と述べています。
ところで、本願商標は本件立体的形状を平面的に描
いた図形よりなる商標であるところ、本件立体的形
状にあっては、（2-1）に述べたとおり、「通常採用し
得る商品の一形態（錠剤）を表したもの」ではなく、
仮にそうであるとしても、上記知財高裁判決が判示
するとおり、「通常採用し得る商品の一形態（錠剤）」
であることとは別に、本件立体的形状や、本件立体
的形状を平面的に描いた図形よりなる本願商標が自
他商品識別機能を発揮しえないということができる
か否かについて、慎重に検討する必要があるものと
思料いたします。

本件立体的形状は、願書記載の通り、全体にひし形
を思わせる特徴的な形状を有し、加えて、数字の
「7985」の刻印と共に、薄い橙色の着色がされている
ものです。このような形状・色彩・数字の組み合わ
せは、前述の通り、C型肝炎の治療薬として経口薬
を初めて発売した出願人が独自に創作したものであ
り、既存の経口薬（錠剤）をそのまま採択したもので
はありません。既存の経口薬が存在しない状況下に
おいては、出願人の創作した本件立体的形状からな
る商標は、C型肝炎の経口治療薬としての薬効の高
さと共に需要者・取引者である患者・医療者に大い
に注目されました（参考資料 13 乃至 45）。

こうしたなか、本年 1月、本願商標にかかる C型
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商願 2016-095879 は，3 条 1 項 5 号および 4 条 1 項
16 号を根拠とする拒絶理由通知を受けた。出願人は
意見書を提出したが，3条 1項 5号および 4条 1項 16
号を根拠とする拒絶査定を受けた。出願人が拒絶査定
不服審判を請求しなかったため，処分が確定した。
そこで，拒絶理由通知書，および拒絶査定に記され
ている拒絶理由，ならびに意見書に記されている出願
人の見解を記す。

①拒絶理由通知
特許庁の審査官大橋良成は，3条 1 項 5 号および 4
条 1 項 16 号を根拠とする拒絶理由通知を行った。以
下に，拒絶理由全文を引用して記す。

この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との
関係において、商品の一形態（錠剤）を表したと認識
させる立体的形状と、その錠剤表面に、商品の規格、
品番等を表示するための記号、符号として普通に使
用される数字の一類型と認められる「7985」の文字を
刻印してなるにすぎないものですから、これをその
指定商品中「錠剤」に使用しても、極めて簡単で、か
つ、ありふれた標章のみからなるものと認めます。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標
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品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせ
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該当性に関する部分を一部引用して記す。

（略）
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（89）	 商願 2016-095879 拒絶理由通知書（2017 年 1 月 11 日発送）。
（90）	 GuyLiANチョコレート立体商標事件（知財高裁平成 20 年 6 月 30 日判決　平成 19 年（行ケ）第 10293 号）の判決文である。
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肝炎の治療薬「HARVONI」の偽造品が発見されると
いう事件が起こりました。この発端は、患者が薬の
形状等をみて偽造品だと気付いたことによります。
これはまさに、本願商標にかかる C型肝炎の治療
薬の形状等が出願人の製造・販売にかかる薬の出所
識別標識として充分に機能していることを現に示す
一証左であります。

（略）

本件立体的形状は、C型肝炎の治療薬の分野におい
て、その形状・色彩・数字の組み合わせは特徴的と
はいえ、またこのような錠剤にかかる商品が他に存
在せず、さらに、このような組み合わせの錠剤が使
用されている事実もないという点において、個性的
なものであり、かつ、上記の通り本件立体的形状は
出願人が独自に創作したものであって、既存の C
型肝炎の薬の形状や、薬剤（商品）の機能を確保する
上で必ず採用しなければならない形状を採択したも
のではありません。
してみれば、本件立体的形状が、C型肝炎の治療薬
として、特定人によるその独占使用を認めるのを公
益上適当としないものに該当するというべき理由も
なく、このことは、本件立体的形状を平面的に描い
た図形よりなる本願商標にあってもそのまま妥当い
たします。
上記次第でありますので、本願商標は商標法第 3条
第 1項第 5号に該当するものではなく、本来的に自
他商品を識別する機能を有する商標と認められるべ
きと思料いたします（91）。

③拒絶査定に示された拒絶理由
特許庁の審査官大橋良成は，3条 1 項 5 号および 4
条 1項 16 号を根拠とする拒絶査定を行った。以下に，
拒絶査定の理由全文を引用して記す。

この商標登録出願については、平成 29 年　1 月 10
日付けで通知した理由が解消されていないため、商
標登録をすることができないとの判断に至りました。
なお、出願人は、意見書において種々述べ、かつ、
指定商品を「C型肝炎の治療用薬剤」に補正していま
すが、本願商標は、その補正後の指定商品中に含ま
れる「C型肝炎の治療用薬剤（錠剤）」に使用しても、

（91）	 商願 2016-095879 意見書（2017 年 7 月 31 日提出）。

その商品の一般的な立体的形状と認識されるものに、
商品の規格、品番等を表示するための記号・符号と
して取引上普通に使用される数字の一類型とみられ
る「7985」が刻印されたものであって、その構成全体
は、彩色も含めて極めて簡単で、かつ、ありふれた
標章のみからなる商標といわざるを得ず、また、前
記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の
誤認を生じさせるおそれがありますから、さきの認
定を覆すことはできません。
出願人は、登録例や判決例を挙げて主張するところ
がありますが、そもそも、商品の識別性の判断は、
各商標につき、それぞれの取引の実情などをも勘案
し、個別具体的に判断されるべき性質のものである
ばかりでなく、出願人の挙げる登録例・判決例は、
いずれも、本願商標とはその構成態様が大きく異な
るものであって、事案を異にするものというべきで
すから、本願商標の識別性の判断の参考として採用
することはできません。
また、出願人は、自己の取扱いに係る C型肝炎の
治療薬「SOVALDI」及び「HARVONI」の偽造品の存
在（同人提出の参考資料 5ないし同 12 並びに同 46
ないし 202）を理由に、「本願商標は商標法第 3条第
1項第 5号に該当するものではなく、本来的に自他
商品を識別する機能を有する商標と認められるべき
である」とも述べていますが、これら偽造品の存在
と、本願商標が自他商品識別標識としての本来的な
機能を有するか否かは、次元が異なるものであって、
両者間に直接的な関連性があるとは認め難く、偽造
品の存在が上記判断を左右するものとはいえません。
さらに、出願人は、「本願商標は、出願人等の製造・
販売に係るC型肝炎の治療薬「SOVARDI」とともに
その立体的形状が大々的に紹介され、マスコミ等で
報道された結果、本願商標を使用した商品は出願人
の出所に係るものと認識されるに至っている」旨述
べ、参考資料 13 ないし同 45 を提出していますが、
それら参考資料からは、2015 年 5 月に本願商標に
係るC型肝炎治療薬「SOVALDI/ ソバルディ」を日
本において発売、続く同年 9月に同じ C型肝炎治
療薬「HARVONI/ ハーボニー」が発売され、画期的
な治療薬としてマスコミ等で取り上げられた事実は
認められるものの、そのいずれも「ソバルディ」又は
「ハーボニー配合錠」等の文字商標に関する記事であ
り、そこには本願商標である立体的形状が何一つ掲
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載されておらず、該立体的形状が使用された結果、
それ自体で商標として識別力を獲得したと認め得る
証左はないといわざるを得ず、また、その余の証拠
からも本願商標がそれ自体で商標としての識別力を
獲得するに至ったと評価し得るものはありませんの
で、この点に関する出願人の主張も採用することが
できません（92）。

Ⅴ．色彩を有さない錠剤薬の立体商標登
録の可否に関する考察

色彩を有さない錠剤薬の立体商標およびその表面に
付された標章を表 7 に記した。
表面に識別力を有する標章が付されているものは登
録を受けている。一方，表面に識別力を有する標章が
付されていないもの全てが 3条 1項 3号を根拠とする
拒絶査定を受けている（93）。したがって，色彩を有さな
い錠剤薬の立体商標であっても，表面に識別力を有す
る標章が付されていれば，登録を受けられると考えら
れる。
なお，表面に付されている標章の特定は容易ではな
い。詳細は前稿（94）を参照。

表 7　色彩を有さない錠剤薬の立体商標

（92）	 商願 2016-095879 拒絶査定（2018 年 1 月 5 日発送）。
（93）	 前稿（前掲注（10））に商願 2005-061884，商願 2013-068048，商願 2013-068049，商願 2016-044273，および国際登録 1289238 の拒絶理由を掲載

した。なお，商願 2005-061884 は，3条 1項柱書を根拠とする拒絶理由にも該当すると判断されている。
（94）	 前稿（前掲注（10））。
（95）	 前稿（前掲注（10））。

図11　商願 2005-061884

図12　国際登録 1289238

Ⅵ．色彩を有する錠剤薬の立体商標登録
の可否に関する考察

色彩を有する錠剤薬の立体商標およびその表面に付
された標章を表 8 に記した。
表面に識別力を有する標章が付されているものは登
録を受けている。一方，表面に識別力を有する標章が
付されていないもの全てが識別力を有しないとして拒
絶査定を受けている。したがって，色彩を有する錠剤
薬の立体商標であっても，表面に識別力を有する標章
が付されていなければ，登録を受けられないと考えら
れる。
なお，先述したように，表面に付された標章の特定
は容易ではない。詳細は前稿（95）を参照。
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表 8　色彩を有する錠剤薬の立体商標

図13　国際登録 0773058 図14　国際登録 0782268

図15　国際登録 0785383
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図16　国際登録 0785438

図17　国際登録 0824367

図18　国際登録 0774295

図19　国際登録 0837546

（96）	 本稿で扱う錠剤薬の立体商標のうち，使用による識別力の獲得が主張されたものは，商願 2010-084066，商願 2016-095878，および商願
2016-095879 の 3 件のみである。前稿 ( 前掲注 (10)) を参照。

図20　登録 3113700

図21　国際登録 0922956

Ⅶ．特許庁の判断に関する考察

1．色彩に関する判断の内容
拒絶査定から，商願 2010-084066， 商 願 2016-
095878，および商願 2016-095879 の 3 件に関して色彩
の影響は小さいと判断したことがうかがえる。いずれ
も単色からなる立体商標であるため，判断は妥当と考
えられる。
逆に，色彩の影響が大きいと判断される場合は，事
例が存在しないため不明である。だが，色彩の影響が
大きいと判断される場合として，色彩を有するが表面
に識別力を有する標章が付されていない立体標章が，
使用による識別力の獲得が認められて登録を受けた場
合が考えられる。使用による識別力の獲得が主張され
た事例は，色彩を有するが表面に識別力を有する標章
が付されていないもの 3 件（商願 2010-084066，商願
2016-095878，および商願 2016-095879）のみである（96）。
いずれも，使用によってその立体商標が識別力を獲得
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図16　国際登録 0785438

図17　国際登録 0824367

図18　国際登録 0774295

図19　国際登録 0837546

（96）	 本稿で扱う錠剤薬の立体商標のうち，使用による識別力の獲得が主張されたものは，商願 2010-084066，商願 2016-095878，および商願
2016-095879 の 3 件のみである。前稿 ( 前掲注 (10)) を参照。

図20　登録 3113700

図21　国際登録 0922956

Ⅶ．特許庁の判断に関する考察

1．色彩に関する判断の内容
拒絶査定から，商願 2010-084066， 商 願 2016-
095878，および商願 2016-095879 の 3 件に関して色彩
の影響は小さいと判断したことがうかがえる。いずれ
も単色からなる立体商標であるため，判断は妥当と考
えられる。
逆に，色彩の影響が大きいと判断される場合は，事
例が存在しないため不明である。だが，色彩の影響が
大きいと判断される場合として，色彩を有するが表面
に識別力を有する標章が付されていない立体標章が，
使用による識別力の獲得が認められて登録を受けた場
合が考えられる。使用による識別力の獲得が主張され
た事例は，色彩を有するが表面に識別力を有する標章
が付されていないもの 3 件（商願 2010-084066，商願
2016-095878，および商願 2016-095879）のみである（96）。
いずれも，使用によってその立体商標が識別力を獲得
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したことを示す証拠が示されていないという理由によ
り，使用による識別力の獲得が認められなかった。し
たがって，今後の動向に注目する必要があるといえる。

2 ．色彩に関する判断の有無
（ 1）拒絶理由通知
本稿の調査により，色彩を有する錠剤薬の立体商標
に関する拒絶理由通知に色彩に関する判断を記したも
のは無いと判明した。だが，審査において色彩は判断
対象に含まれていると考えられる。その理由は後述す
る。

（ 2）拒絶査定
商願 2010-084066，商願 2016-095878，および商願
2016-095879 の拒絶査定には色彩に関する判断が記さ
れている。これは先述したように意見書において出願
人が色彩に関する主張を行ったためと考えられる。
だが，登録 5172274（商願 2006-056696）の出願人が
意見書において色彩に関する主張を行ったにもかかわ
らず，拒絶査定には色彩に関する判断が記されていな
い。その理由は不明である。

（ 3）拒絶査定不服審判の審決
色彩を有する錠剤薬の立体商標のうち，拒絶査定不
服審判によって識別力の有無が争われたものは，登録
5172274（商願 2006-056696）のみである。
登録 5172274（商願 2006-056696）の出願人は，審判
請求書および早期審理に関する事情説明書において色
彩に関する主張を行っている。早期審理に関する事情
説明書には「色彩については何ら述べておらず、黄色
の色彩が施されることによる商標全体の識別力の存否
についての検討を怠っている（97）」という記述が存在す
る。
だが，拒絶査定不服審判の審決は色彩に関する判断
を下していない。もっとも，登録 5172274（商願 2006-
056696）の表面に付された標章「C20」が識別力を有す
ると判断されたことによって拒絶理由が解消されたた
め，色彩に関する判断が下されなかったことによって
問題が生じたとは考えにくい。

3 ．特許庁の審査方針
商標審査便覧の「49.02　立体商標の識別力に関する

（97）	 前掲注（80）。
（98）	 特許庁「49.02　立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて」（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/

binran/document/index/49_02.pdf）（2023 年 11 月 22 日参照）

審査の具体的な取扱いについて」によると，立体商標
の識別力に関する審査は以下の 3つの基本的な考え方
に基づいて行われる。

（ 1）立体的形状が、商品等の機能又は美感に資する
目的のために採用されたものと認められる場合は、
特段の事情のない限り、商品等の形状そのものの範
囲を出ないものと判断する。

（ 2）立体的形状が、通常の形状より変更され又は装
飾が施される等により特徴を有していたとしても、
需要者において、機能又は美感上の理由による形状
の変更又は装飾等と予測し得る範囲のものであれば、
その立体的形状は、商品等の機能又は美感に資する
目的のために採用されたものと認められ、特段の事
情のない限り、商品等の形状そのものの範囲をでな
いものと判断する。

（ 3）商品等の形状そのものの範囲を出ない立体的形
状に、識別力を有する文字や図形等の標章が付され
ている場合（浮彫又は透彫により文字や図形等が付
されている場合を含む。）は、商標全体としても識別
力があるものと判断する。ただし、文字や図形等の
標章が商品又は役務の出所を表示する識別標識とし
ての使用態様で用いられているものと認識すること
ができない場合には、商第 3条第 1項第 3号又は第
6号に該当するものと判断する（98）。

上記の 3つの基本的な考え方には，色彩に関する考
え方が含まれていない。また，商標審査便覧の「49.02　
立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いにつ
いて」が新設された 2020 年 4 月以前の審査方針は不明
である。このため，登録 5172274（商願 2006-056696），
商願 2010-084066，商願 2016-095878，および商願
2016-095879 がどのような方針によって審査が行われ
たのかが不明である。
だが拒絶査定の内容から，2020 年 4 月以前の審査
方針は，現行と同様であったと筆者は考える。その理
由を審査における色彩の扱い，および標章の扱いの 2
点から述べる。
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（ 1）審査における色彩の扱い
色彩は立体商標の構成要素として扱われていると考
えられる。そのことは，商願 2016-095878，および商
願 2016-095879 の拒絶査定中の文言「構成全体は、彩
色も含めて極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみ
からなる商標」（99）（100）において特に表れている。した
がって，拒絶理由に色彩に関する判断が記されていな
い場合であっても，色彩に関する審査は行われていた
と考えられる。

（ 2）審査における標章の扱い
色彩および標章は，ともに立体商標の構成要素の一
つである。だが，商標審査便覧の「49.02　立体商標の
識別力に関する審査の具体的な取扱いについて」（101）

には，色彩に関する考え方は記されていないが標章に
関する考え方が記されている。このため，立体商標の
識別力に関する審査に対する色彩の影響は小さいが標
章の影響は大きいと考えられる。
色彩よりも標章を重視する審査方針は，登録
5172274（商願 2006-056696）の拒絶査定に表れている

（99）	 前掲注（88）。
（100）	前掲注（92）。
（101）	前掲注（98）。

と考えられる。先述したように，出願人は意見書にお
いて色彩に関する主張を行ったが，拒絶査定には色彩
に関する判断が記されていない。その理由は不明であ
るが，審査方針が色彩よりも標章を重視するもので
あったと考えれば説明がつく。

Ⅷ．色彩を有する錠剤薬の立体商標の出
願が多い理由に関する考察

ⅤおよびⅥから，色彩の有無によらず，識別力を有
する標章が表面に付されていなければ，錠剤薬の立体
商標は登録を受けられないと考えられる。またⅦから，
色彩は審査対象に含まれるが，色彩よりも標章を重視
して審査が行われていると考えられる。したがって，
錠剤薬の色彩は立体商標登録の可否に影響を与えにく
いと考えられる。
だが，色彩を有する錠剤薬の立体商標は，色彩を有
さないものよりも出願件数および登録件数のいずれに
おいても多い。その理由は外国籍の者からの出願が多
いためと考えられる。

表 9　錠剤薬の立体商標の出願人・権利者と色彩の有無

表 9 は，錠剤薬の立体商標の一覧を出願人および
権利者別に記したものである。表 9 から日本国籍の

者からの出願（6件）は全て色彩を有さないものである
と読み取れる。対照的に，外国籍の者からの出願（24
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つである。だが，商標審査便覧の「49.02　立体商標の
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には，色彩に関する考え方は記されていないが標章に
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識別力に関する審査に対する色彩の影響は小さいが標
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（99）	 前掲注（88）。
（100）	前掲注（92）。
（101）	前掲注（98）。

と考えられる。先述したように，出願人は意見書にお
いて色彩に関する主張を行ったが，拒絶査定には色彩
に関する判断が記されていない。その理由は不明であ
るが，審査方針が色彩よりも標章を重視するもので
あったと考えれば説明がつく。

Ⅷ．色彩を有する錠剤薬の立体商標の出
願が多い理由に関する考察

ⅤおよびⅥから，色彩の有無によらず，識別力を有
する標章が表面に付されていなければ，錠剤薬の立体
商標は登録を受けられないと考えられる。またⅦから，
色彩は審査対象に含まれるが，色彩よりも標章を重視
して審査が行われていると考えられる。したがって，
錠剤薬の色彩は立体商標登録の可否に影響を与えにく
いと考えられる。
だが，色彩を有する錠剤薬の立体商標は，色彩を有
さないものよりも出願件数および登録件数のいずれに
おいても多い。その理由は外国籍の者からの出願が多
いためと考えられる。

表 9　錠剤薬の立体商標の出願人・権利者と色彩の有無

表 9 は，錠剤薬の立体商標の一覧を出願人および
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件）のうち，色彩を有さないものはわずか 5件のみで
ある。以下に，日本国籍の者からの出願に関する考察，
および外国籍の者からの出願に関する考察を記す。

1 ．日本国籍の者からの出願に関する考察
Ⅱで先述したように，日本では白色の錠剤薬が占め
る割合は高いと考えられる。したがって，色彩を有さ
ない錠剤薬のみが立体商標として出願されたと考えら
れる。

2 ．外国籍の者からの出願に関する考察
現時点では，アメリカ国籍の者以外の外国籍の者か
らの出願に関する考察は，行うことができないと考え
る。アメリカ国籍の者は 7社存在するが，アイルラン
ド国籍の者，フランス国籍の者，およびドイツ国籍の
者は，それぞれ 1社のみである。このため，アメリカ
国籍以外の者以外の外国籍の者からの出願に関する考
察を行うことは，時期尚早であると考える。
そこで，本稿ではアメリカ国籍の者からの出願に関
する考察のみを述べることにした。

アメリカ国籍の者によって出願された錠剤薬の立体
商標 13 件のうち，色彩を有さないものはわずか 3件
のみである。これは，アメリカでは白色の錠剤薬が占
める割合が低いことによるものと考えられる。近年の
状況は不明だが，2012 年に公表された石崎真紀子，
前田初男，岡本幾子「色彩の分布解析に基づく国内医
療用錠剤の識別性が向上する背景色の探索」（102）から，
色彩を有する錠剤薬が占める割合は高いことがうかが
える。石崎らは，アメリカの錠剤 656 種に関して色彩
の測定および分析を行った（103）。その結果，アメリカ
の錠剤の 36% が白または白に近似した色であること
が判明した（104）。
ただし，上記の説の根拠が不足していることは否定
できない。アメリカにおいて出願された錠剤薬の立体
商標の多くが色彩を有すると記されている文献が存在
すればよいが，そのような文献は見当たらない。アメ
リカにおける錠剤薬の立体商標の実態に関する文献自

（102）	石崎他・前掲注（28）。
（103）	石崎他・前掲注（28）p.508。
（104）	石崎他・前掲注（28）p.510。
（105）	アメリカにおいて登録された錠剤薬の立体商標を紹介する文献は存在する。情報検索委員会第 3小委員会「知的財産権ミックス戦略の分析」

知財管理Vol.67	No.8（2017）p.1223 は，バイアグラの立体商標を紹介している。紹介されているバイアグラの立体商標は，商願 2010-084066
と同様，色彩を有するが表面に標章が付されていないものである。それは，使用による識別力の獲得が認められたために登録されたという。
また，そのバイアグラの立体商標は，鈴木公明「感性と知的財産権（ 5）」特技懇No.297（2020）pp.124-125 においても紹介されている。

（106）	前稿（前掲注（10））。
（107）	前掲注（76），前掲注（79）。

体が見当たらないことから，存在しないと考えられ
る（105）。

Ⅸ．本稿の限界

1．色彩を有する錠剤薬の立体商標かつ拒絶
理由通知を受けたことがないものに対する
特許庁の判断
色彩を有する錠剤薬の立体商標には，拒絶理由通知
を受けたことがないものが存在する。その立体商標の
色彩に対する特許庁の判断は調査することができない。
もっとも，色彩を有する錠剤薬の立体商標が全て単
色からなるものであるため，色彩の影響は小さいと判
断したと考えられる。

2 ．錠剤薬の立体商標か否かの判定
前稿においても述べたが，錠剤薬の立体商標か否か
の判定は難しい（106）。このため，錠剤薬の立体商標で
ないものを調査対象に含めた可能性，および錠剤薬の
立体商標であるものを調査対象から除いた可能性を否
定することはできない。特に後者は問題となると考え
られる。何故なら，本稿の調査により，登録 5172274
の権利者が，登録 4171615，登録 4171617，登録
4171619，登録 4171625，登録 4181350，登録 4421182，
および登録 4709045 の 7 件の立体商標を錠剤の一形態
として認識できる立体商標であると述べていたことが
判明したためである（107）。
筆者はそれら 7件の立体商標を錠剤薬の立体商標で
ないと判定した。以下にその理由を記す。

（ 1）登録 4171615
指定商品に「プラスチック製ふた」（類似群コード：
18C13）が含まれている。

（ 2）登録 4171617
指定商品に「プラスチック製ふた」（類似群コード：
18C13）が含まれている。
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（ 3）登録 4171619
指定商品に「プラスチック製ふた」（類似群コード：
18C13）が含まれている。

（ 4）登録 4171625
J-PlatPat の「商標出願・登録情報」では，指定商品
は「薬剤」（類似群コード：01B01，01B02）のみである。
だが，J-PlatPat の「商標公報表示」で表示される商標
公報では，指定商品に「プラスチック製ふた」が含まれ
ている。

（ 5）登録 4181350
一般的に錠剤は，円形や楕円形など丸みのある形状
からなる。だが，登録 4181350 は，八角形状の形状か
らなる。

（ 6）登録 4421182
独特の形状からなるが丸みのある形状である。また，
指定商品は「薬剤」（類似群コード：01B01，01B02）の
みである。このため，筆者も錠剤薬の立体商標である
と考えていた。
だが，登録 4421182 の権利者は，登録 4171615，登
録 4171617，登録 4171619，および登録 4171625 の権
利者でもある。これら 4件の立体商標が錠剤薬の立体
商標か判然としないことから，登録 4421182 が錠剤薬
の立体商標である可能性は低いと考えた。

（ 7）登録 4709045
「カプセル、錠剤、タブレット、座薬」に対応する図
形等分類「19.13.21.02」が付されている。だが，「開口
小型容器」に対応する図形等分類「19.3.9」も付されて
いる。

これら 7件の立体商標が錠剤薬の立体商標か否かを
権利者が明かさない限り，筆者による判定の妥当性は
不明である。

Ⅹ．おわりに

本稿では，錠剤薬の立体商標 30 件を対象に色彩お
よび拒絶理由を調査し，考察を行った。その結果，表
面に識別力を有する標章が付されていれば色彩の有無
によらず登録されること，表面に識別力を有する標章
が付されていなければ色彩の有無によらず拒絶査定を
受けること，色彩は識別力に関する審査に影響を与え

にくいこと，外国籍の者による出願が多いために色彩
を有するものが多く登録されていること等が明らかと
なった。
錠剤薬の立体商標の出願件数が少ないため，考察を
十分に行えなかったことは否定できない。だが，本稿
が錠剤薬の立体商標の実態解明に貢献できれば幸いで
ある。

以上


